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第 1 章 案件実施の背景 

 

１－１ 背景 

１－１－１ 現状と問題点 

ウルグアイ東方共和国（ 以下、「ウルグ ア イ国」）の主要産業は 農牧業であ  

り、輸出額の 65％を占める。2000 年の経済調査によると約 57,000 戸の農家が全

国に分布している。  

  最近の農産物の国際市場価格の上昇は、農業生産者に大きな生産意欲を抱か

せ、輸出競争力を高めようとする契機となっている。この結果、ウルグアイ農

業は化学薬品の農薬を多用す る傾向とな っている。農牧水産省の報告 による 

と、1998 年を基準とした場合、1998～ 2004 年の農薬の輸入量は 212％となり（内

訳：除草剤（ 280％），殺虫剤（ 50％）、除菌剤（ 2％）その他（ 253％））、園芸作

物（野菜・果樹）に対しては全体量の 35％、粗放的農業には全体量の 30％の農

薬が使用されている。 

  近年の農薬使用の傾向をみると、大 豆の生産が著しく増加していることか 

ら、マクロ的には大豆畑での除草剤の使用量の増加が大きい。一方で、単位面

積当たりの農薬使用量では、果樹・野菜など園芸作物における使用が大きく（リ

ンゴなどの果樹においては散布の頻度は日本とほぼ同じ）、瞬間値での環境影響

では、園芸作物への対応がより重要との認識が関係者の中で共有されている。

いずれの場合でも、農家は農薬使用に関して十分な知識を持たないまま、無制  

限、無秩序に農薬を使用している。 

  ウ ルグ ア イ国 の 野菜 ・ 果 樹農 家 は、サ ン ホ セ郡 、 サル ト 郡、 カ ネ ロネ ス    

郡、モンテビデオ地域に集中し、人口の大半が居住している近郊で園芸作物（野

菜・果樹）が生産されている。また生産農家の約 80％は家族経営であり、その

ため家族自身も農地に住んでいる場合が少ない。農薬使用による潜在的な被害

としては、散布作業者への影響（特に、温室内作業などに懸念）、環境への影響

（散布農薬、廃棄農薬（空容器関連を含む）を通じて、水、土壌、大気に影響

するもの）、農産物への残留、更には農業生産者自身への健康被害のみなら  

ず、農業生産地と都市部が近郊であるため都市住民への被害が想定されている

が、現状ではどれも問題が顕在化していない。ただし、これまではそれらの計

測・監視を行っていないために、真の実態は不明であり、問題の深刻度は明ら

かではない。 

  ウルグアイ国の農薬管理及び登録システムは 1977 年制定の政令（No.149/977）

に基づくが、水質汚染及び土 壌汚染の検 査、追跡システムが決められ ていな   

い、水資源及び土壌の環境汚染の程度が不明確という問題がある。  

  農薬の登録は、農牧水産省農業サービス局（MGAP/DGSA）において、申請者

の提出する農薬の防除効果などの限られた項目の試験データに基づいて行われ

ているが、環境影響の検討はなされていない。環境省は、これに対し強い懸念

を示しており、さまざまな場面を通じて環境影響評価を促したいという立場を
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とっている。MGAP/DGSA の農薬登録に携わる関係者も、可能であればそのよう

な体制とすべきとの意識はあ るものの、 技術的・人材などの体制が十 分でな  

く、対応できない状況にある。 

  また、ウルグアイでは、先進国においてすでに禁止されているような比較的

毒性の高い農薬について、制限つきながらも使用が認められているとの現状が

あり、農薬の登録抹消に関する検討手続きについても強化が必要な部分である。 

 特に、土壌中に長期にわたって蓄積されてしまう難分解性の農薬について、ど

こまで使用が認められているのかは個別の農薬ごとに現状を確認した上で、適

切な対応を検討する必要がある。 

  これらにより、ウルグアイの農産物の信頼性と持続的な農業生産を脅かす農

薬による汚染リスクを診断し、農業生産システムの見直しに必要な農薬に関す

る情報収集システムを構築することが求められている。 

 

１－１－２ ウルグアイ関係機関とこれまでの取り組み 

(1) ウルグアイ関係機関とその活動 

   農薬に関係する機関は、図 1 のとおりである。農牧水産省以外にも関係機

関が多岐にわたっていることが判る。 

  残留農薬の分析については、輸出農産品を対象に検査が行われており、工業

技術院や獣医学研究所が関係する。また、農薬の農産物中の残留性や環境中

の農薬の挙動については、調査する機関は全く存在しない。 

   一方、農業従事者に対する指導については、官団体よりもむしろ民団体の

方が積極的であるといえる。特に、果樹生産技術普及団体や技術普及センタ

ーは農業技師を抱えており、彼らを通じて、病害虫や雑草防除のための農薬

の適正利用方法を指導している。また、農薬使用者の健康被害を防ぐための

指導は農薬会議所などの販売店が関わっている。なお、農業従事者は、これ

ら 機 関 を 通 じ て 、 技 術 指 導 を 受 け る こ とに な る が 、 こ の 技 術 指 導 に よ っ   

て、どの程度、農薬の適正使用を心がけたのか、また安全な農薬散布ができ

たのかなどについては検証されていない。 

   農薬に関係する技術者の育成については、ウルグアイ国内に専門の育成機

関がないため、通常は、大学（ウルグアイ東方共和国大学の農学部など）を

卒業した後に、関係部署で実務をこなしながら農薬に関する技術を習得して

いると考えられる。 
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図 1 農薬分野の関係機関 

 

(2) これまでの取り組み 

① ウルグアイ政府の取り組み 

     ウルグアイ政府は、農薬の登録、管理及び販売に関する法令（ 1977.3.15

政令 149/977）をはじめとして、農薬に関連した「法律」、「規定」、「全面禁

止事項」を設定し、これらに基づいて農薬行政をつかさどっている。しかし

ながら、現在、直面している様々な問題に対して、根本的に改善する取り組

みはなされていないと言える。予算が小さいこと、人員が少ないことなどが

要因の一つとして考えられるが、そもそも問題が表面化していないことの影

響もある。 
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また、農薬基準、環境基準などの規制基準についても、独自の基準を設け

る必要性は現段階では大きいとは言えず、メルコスール基準やコーデックス

委員会による基準を準用することで代用できることも影響していると考え

られる。 

 

② 他ドナーの取り組み 

    ウルグアイの農薬に関連して、日本以外の他ドナーの支援は、次のとおり

であった。 

 

機関名 年 主な内容 

FAO による技術協力  1985-1986 年 殺虫剤の残量に関する監視制度の 

確立 

ドイツ GTZ による技術

協力  

1987 年  殺虫剤精製ラボ及び殺虫剤残留物 

ラボ強化 

カナダ CIDA による技術

協力  

2004-2007 年 除草剤使用のための制度的枠組み 

強化 

南 米 共 同 市 場 メ ル コ ス

ー ル に よ る 衛 生 管 理 強

化プロジェクト 

2008-2009 年 資・機材の購入 

 

    なお、我が国の支援による環境汚染対策関連のプロジェクトは次のとお

りである。 

 

案件名 年 主な内容 

J ICA 開発調査「モンテ

ヴ ィ デ オ 首 都 圏 水 質 管

理強化計画調査」 

2005-2007 年 ① 住宅・土地管理・環境省が実施 

機関 

② 首都圏を対象に水質管理能力強

化のためのマスタープランを提

案 

③ 4 つのモジュールによって構成 

（ア）戦略部分の能力強化 

（イ）汚染源管理能力強化 

（ウ）環境水質モニタリング強化 

（エ）普及啓蒙・教育、住民参加の

推進 

J ICA 新規要請案件  

技 術 協 力 プ ロ ジ ェ ク ト

「 サ ン タ ル シ ア 川 流 域

汚染管理」プロジェクト 

（事前調査 

段階） 

① 2 番目のモジュール「汚染源管理

能力強化」に寄与する技術協力 
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１－１－３ 我が国の対ウルグアイ援助の方向性 

  正式に設定された援助方針としては、平成 6 年 10 月の政策協議において合意

された 3 つの重点分野しかなく、ここでは環境分野は言及されていない。 

  現 在、 関 係者 間 で進 め ら れて い る援助 方 針 の改 定 のた め の検 討 に おい て    

は、開発課題を次の分野とすることが協議されている。本協力は、土壌汚染対

策、水質管理、水質汚染源管理に関連する「環境管理」を開発課題とする協力

に区分される。 

 

表 1 援助重点分野、開発課題（案） 

 

援助重点分野 開発課題 主な事業 

社会開発 格差是正 ・ 基礎教育強化 

・ 職業訓練・技術協力支援 

・ 医療保健、福祉強化 

経済活性化（仮） 地域振興 ・ 新規産業の育成支援 

環境保全（仮） 環境管理 ・ 土壌汚染対策 

・ 水質管理 

・ 水質汚染源管理 

・ 地球環境問題（CDM 等） 

・ 省エネルギー 

 

  また、J ICA は、「中南米地域事業実施方針（ 2005 年 7 月）」における対ウルグ

アイ国別協力方向性に基づき、グローバルイシューである環境保全、及び人間

の安全保障の観点から重視される格差是正のための地域振興・社会開発に焦点

を当てた分野に協力を絞り込むほう方針であり、本案件は環境保全に寄与する

ものである。 

 

１－２ 要請内容 

１－２－１ 本協力要請までの経緯 

  当初（数年前）の要請はウルグアイ国立農牧研究所（ INIA）のみから出され

ており、ここでは、①農薬使用に伴う環境への影響評価手法、②環境への負荷

を低減する技術、③望ましい農薬管理手法、など分析や調査技術の改善を行う

支援が中心であった。 

  しかし、我が国は、数年にわたるウルグアイ側との事前の検討を通じて、農

薬分野の改善には、試験研究部門のみを対象とするのではなく、行政部門の関

与も重要であるとの考えを示してきた。 

  その結果、本要請では、行政機関である農牧水産省から要請され、この農牧

水産省が代表カウンターパートとなるものであった。以前の要請機関である国

立農牧研究所については、本案件のパートナー機関として位置づけられ、これ
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ら機関がそれぞれの役割にそって、案件に関与する立場を取るものに変更され

た。 

 

１－２－２ 要望調査時の案件概要（要望案件調査票から抜粋） 

2006 年 11 月 13 日にウルグアイ政府から我が国に要請された内容は次のとお 

りであった。 

 

案件名 「農薬適正利用による環境保全」プロジェクト 

対象地域 モンテビデオ市、その近州（カネロネス州、サンホセ州） 

カ ウ ン タ ー

パート 

農牧水産省農業サービス局 

（パートナー機関として、国立農牧研究所 INIA） 

裨益者 ・モンテビデオ地域住民 （規模は未記述） 

・消費者 

・生産者 

上位目標 安全な農薬利用により持続的な農産業が発展する 

プ ロ ジ ェ ク

ト目標 

農薬利用の改善に係る技術者の能力が向上する 

成果 ①  水資源等を含む環境保全及び農産物における農薬の残留

性を図る評価システムが構築される 

②  農薬登録制度の見直し及び改善に必要なデータ・情報が整

備される 

③ 生産者に対して農薬適性利用の普及制度が構築できる 

投入 ・ウルグアイ農薬登録制度についての情報収集、及び分析 

手法を調査する 

・環境（特に水質、土壌）評価に係る定期調査と解析を実施

する 

・普及員に対する農薬適正利用のマニュアルを作成する 

小規模農家を対象として農薬利用についてセミナーなどを

開催する 

投入 「日本国側」 

・短期専門家   6MM（シャトル型  1 人×3 ヶ月×2 回）  
×3 年間  

・国別研修   1.5MM×2 回  

・セミナー開催 

 

「ウルグアイ国側」 

・カウンターパートの配置 

・研究用施設、機材 
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第２章 事前調査の実施 

 

２－１ 事前調査実施の目的 

 事前調査の実施の目的は次のとおりであった。 

・ウルグアイ政府から 2006 年 11 月に要請された案件（「農薬適正利用による環境

保全」プロジェクト）について、協力実施にむけた妥当性の確認、案件の基本

方針、及び案件の骨子を絞り込むため、事前調査を実施する。 

・事前調査では、ウルグアイ関係者等と協議等を行い、ここで合意されたプロジ

ェクトの骨格（案）等は、ウルグアイ側代表者と合意文書（ M/M、 Minutes o f  

Meetings）として署名する。  
 

なお、具体的な対応事項は次のとおりであった。 

①ウルグアイ農業開発基礎調査（農薬利用改善計画、2001 年度実施）の結果、 

国別研修ウルグアイ農薬利用改善計画（ 2004 年度実施）での聞き取り、背景

情報を元に、事前に質問書を作成して、本協力で実施すべき課題の絞込みを

行う。 

② 調査団派遣前に、本邦関係機関と本案件骨子(案）について、意見交換を行 

い、事前に大まかな協力の枠組み案を策定する。                          

③ 小規模案件として実施が想定されることから、細かな事前調査は実施せず  

調査団員数は 3 名とする。なお、プロジェクト計画書（ PDM）の整合性の検

証や評価 5 項目の検討については、コンサルタント団員を派遣しないことか

ら協力計画の団員が実施する。また、現地調査期間は 2 週間とする。        

④ 現地調査では、日本側で検討したプロジェクト骨子案をウルグアイ側に提

示し、これをたたき台にして協議を進める。 

⑤ 現地での関連する団体への聞き取りについては、既に基礎調査で実施され

ていることから、本調査ではウルグアイのカウンターパートとなりうる機関

との協議を中心に、具体的なプロジェクトの骨子を策定する。 

⑥ ウルグアイとの合意事項は、ミニッツとして取りまとめ、ウルグアイ代表

と署名交換する。なお、当該ミニッツは、案件実施の際の実施協議（ R/D）

のベースとする。 

 

２－２ 調査団員 

 調査団員は次のとおりであった。 

 調査団員 調査分野 職位 

1 横井 幸生 総括 J ICA 農村開発部 第２グループ長 

2 高橋 伸英 
農薬行政・ 

農薬管理システム 

独立行政法人農林水産消費安全技術

センター農薬検査部 生物課  

専門調査官 
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3 野口 伸一 計画策定 
J ICA 農村開発部 第２グループ 

畑作地帯第１チーム 職員 

4 
増田・マリア・ 

アレハンドラ 
通訳 通訳（アルゼンチンから参団） 

 

２－３ 調査日程 

2007 年 9 月 23 日（日）～ 2007 年 10 月 8 日（月） 16 日間  

日

数  
月日  

曜

日  

①「総括」団員  

③「計画策定」団員  

②「農薬行政 /農薬管

理システム」団員  
宿泊地  

1 
2007/ 

9/23 
日  

移動：  

17:25 成田発→（ JAL-062便）→11:20 米国ﾛｽｱﾝｼﾞ  

ｪﾙｽ着  

13:25 米国ﾛｽｱﾝｼﾞｪﾙｽ発→（LA-601便）→  

（機中泊）

2 9/24 月  

   →（リマ経由）→05:25 チリ国サンチアゴ着  

07:35 チリ国サンチアゴ発→（LA-900便）→  

10:45 ウルグアイ国モンテビデオ着  

午後：  調査団内 打合せ （通訳合流）      

14:00 J ICA駐在員事務所 打合せ   

15:00 大統領府予算企画庁（OPP）表敬  

17:30 在ウルグアイ日本大使館書記官との打ち  
合わせ（於事務所）  

ウルグア

イ国モン

テビデオ  

3 9/25 火  

09:30  カウンターパート機関（農牧水産省農業  

サービス局、国立農牧研究所）との打ち合  

わせ、調査方針の確認  

15:30  在ウルグアイ日本大使館表敬（竹元大使）  

 

モンテビ  

デオ  

 

4 9/26 水  

（現場調査）  

08:30  ホテル発  

09:00 農 牧 水 産 省 農 業 サ ー ビ ス 局 →09 ： 30 

JUMECAL（農業協同組合）→11:00 果樹２

農家→11：45 国立農牧試験場  LAS BRUJAS

試験場：昼食→15:00 PROQUIMU 

（農薬会社）  

17:30 ホテル戻り  

モンテビ  

デオ  

5 9/27 木  

09:15  農牧水産省総局長（Homero Redriguez）  

表敬、打ち合わせ  
10:00  公衆衛生省打合せ  

11:00  住宅・土地管理・環境省打合せ  

14:00  カウンターパート機関（問題点の整理、  

プロジェクトの骨子案の検討）  

モンテビ  

デオ  
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6 9/28 金  
09:00 カウンターパート機関との協議（主に協力  

の方向性の協議）  

モンテビ  

デオ  

7 9/29 土  

プロジェクト計画書（ PDM、活動計画）案の  

・作成  

・ミニッツ案の作成  

モンテビ  

デオ  

8 9/30 日  （資料整理）  
モンテビ  

デオ  

9 10/1 月  
終日  関係機関、カウンターパートとの協議  

（ *調査団のプロジェクト第一次案を基に協議）  

モンテビ  

デオ  

10 10/2 火  
終日  プロジェクト計画書案、ミニッツ案の協議、 

作成  

モンテビ  

デオ  

10:00 ウルグアイ -日本代表でミニッツ署名  

（於農牧水産省 会議室）（昼：懇親会）  

14:00  在ウルグアイ日本大使館報告  

    J ICA駐在員事務所報告  

11 10/3 水  
事務所発： 18:00 

19:16  移動：モンテビデオ

→ブエノスアイレ  

（BUQUEBUS）  

移動：  ブエノスアイレス→

ラ・プラタ（陸路）

事務所発： 15:00  

空港着： 15:50 
移動：17:50 モンテ

ビデオ発→（AA900

便）→18:40 ブエノ  

   スアイレス着   

20:10 ブエノスア  

イレス発→  

（AA-956便）→  

アルゼン

チン国ラ  

・プラタ  

12 10/4 木  

10:00 ラ・プラタ大学（「広

域 協 力 を 通 じ た 南 米

南 部 家 畜 衛 生 改 善 の

ための人材育成」プロ

ジェクト）意見交換、

施設視察  
15:00「ペヘレイ増養殖技術

研究プロジェクト」サ

イト見学  ペヘレイ試

験場、 INTECH視察  

19:00   J ICA ア ル ゼ ン チ ン 事

務所意見交換  

→06:05 米国ﾆｭｰﾖｰｸ  

着  

13:30米 国 ﾆｭｰﾖ ｰ ｸ発

→（ JAL-005便）→  

アルゼン

チン国ブ

エノスア  

イレス  

13 10/5 金  

AM  移動  11:10 ブエノス  

    アイレス発→（ PZ-702

便）→12:00  

 

→16:20 成田着  

パラグア  

イ国イグ

アス  
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パラグアイ国アスン  

シオン  

14:30  J ICAパラグアイ事務  

所打ち合わせ（バイオ

燃料関連、その他）  

15:00 移 動  ア ス ン シ オ ン

→イグアス（陸路）  

移住地  

14 10/6 土  

07:30 イグアス発→  

08:10 サンタリータ着  

（オーロベルデ支援の

バイオ燃料工場見学）

13:00 マジェルキン着  
（ピニョ・マンソ生育

状況確認）  

14:30 パ ラ グ ア イ 農 業 総 合

試験場打ち合わせ  

17:25 エ ス テ 発 →（ PZ-712

便 ） →20:05  サ ン パ

ウロ着  

22:55  サ ン パ ウ ロ 発 →

（DL-104便）→  

 （機中泊）

15 10/7 日  

→07:35 米国アトランタ着  

10:05  米国アトランタ発→

（DL-055便）→  

 （機中泊）

16 10/8 月  →13:25 成田着    
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第３章 調査結果 

 

３－１ 調査の概要 

 2007 年 9 月 24 日から 10 月 3 日の期間で、事前調査団は、関係機関（農牧水産  

省、国立農牧研究所（ INIA）、大統領府予算企画庁、公衆衛生省、住宅・土地管理  

・環境省）に対して、農薬登録を考慮した環境評価システム構築支援プロジェク

ト実施の考え方を提示した上で、プロジェクトのフレームワーク、実施体制等の

検討を行った。併せて、モンテビデオ市、カネロネス州の農業協同組合、農家（農

薬使用者）、農薬製造会社の意見を直接聞き取り、状況とニーズの把握を行った。 

 これらについては、ウルグアイ側との協議を経て、プロジェクトの骨子等を記

すミニッツ（M/M）に取りまとめられ（別添資料）、 2007 年 10 月 3 日に、日本側

は調査団長、ウルグアイ側は農牧水産省農業サービス局長の間で合意、署名交換

された。今後は、プロジェクト開始に向けて、各機関での準備を進めていくこと

とした。 

 

３－２ 調査結果に基づくプロジェクトの内容 

 調査結果に基づく技術協力プロジェクトの内容は次のとおりである。 

(1) プロジェクト名 

   プロジェクト名は、「農薬登録プロセス強化に向けた環境評価システムの構  

築支援」プロジェクト（英名： Project of assistance for  the establishment of  

environmental evaluation sys tem for  strengthening pes ticide registra tion）」とする。  

   要請当初は、「農薬適正利用による環境保全（仮称）」プロジェクト（英名：  
Project of environmental conservation by proper  use of pes ticides）」であっ た   

が、事前調査の協議の結果、本プロジェクトは農薬の登録システムを改善し   

て、“環境評価システムの確立”を目指すことに整理したことから、この内容に

沿って、プロジェクト名を上述のものに変更する。 

    なお、環境保全や環境管理を目的とした実際の“農薬使用の改善”の実施に

ついては、本プロジェクト内で直接関与 することまでは事前に想定しな い    

が、結果としてプロジェクト期間中に改善に貢献できることも期待できる。 

 

(2）プロジェクト地域および対象者 

   プロジェクト対象地域は、「ウルグアイ東方共和国全域」とする。また、プ

ロジェクトの対象者は、農牧水産省農業サービス局技術系職員、国立農牧研究 

所（ INIA）研究者、関係機関の職員となるが、間接的受益者して、農業生産     

者、農村作業者（農薬散布者）、一般住民が想定される。 

 

(3）実施期間 

プロジェクト実施期間は、「 3 年間」とする。 
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(4) 実施機関 

   プロジェクトの実施機関は、「農牧水産省農業サービス局（MGAP/DGSA）、  

   国立農牧研究所（ INIA）」とする。  

 

(5) プロジェクトの骨子 

   プロジェクトの骨子は次のとおり。 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

プロジェクト目標： 農薬登録プロセスの強化に向けた環境評価システムが  

構築される 

【指標】 関係機関で構成される農薬リスク評価を行う委員会の設置の有無、 

農薬のリスク判定マニュアルの有無 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

上位目標：農業及び環境の観点からの農薬登録制度が強化される 

【指標】 農薬の環境影響を考慮した登録制度の見直しの実施、農薬登録を向

上させるための環境基準（水質汚濁、土壌残留等）の見直しの実施、

農薬適正使用を管理する制度の見直しの実施 

 

③ 成果（アウトプット）とそのための活動 

成果 1：農薬のモニタリング計画が策定される  

活動 1-1  農牧水産省（MGAP）、国立農牧研究所（ INIA）及び関係機関で  

構成される連絡協議会を設置する  

活動 1-2  農薬の環境中の挙動のモデルを考慮に入れつつ、モニタリングの  
考え方を理解する  

活動 1-3 農薬モニタリングの手法を開発する  

活動 1-4 農薬モニタリング計画を策定する  

活動 1-5 モニタリングの対象とする農薬を選定する 

【指標】  

・農薬モニタリング方法論に関するマニュアルの有無 

・農薬モニタリング計画書の有無 

 

成果 2：環境サンプリング技術が向上する  

活動 2-1 農薬モニタリング計画に基づきサンプリングに必要な体制を整  

える（人員、機材等）  

活動 2-2 サンプリングの基礎技術（方法や実施時期）を習得する 

活動 2-3  サンプリングのノウハウを習得する 

【指標】  

・環境におけるサンプリングプロトコルの有無 
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成果 3：農薬分析能力が向上する  

活動 3-1 農薬分析のための体制を整える（人員、機材等）  

活動 3-2 試料の前処理技術を習得する  

活動 3-3 試料の分析技術、実態把握のためのノウハウを習得する 

【指標】 

      ・環境中の新しい有効成分の分析手法の開発状況 

 

成果 4：情報の収集、まとめ方に関する技術能力が向上する  

活動 4-1 農薬リスク判定に求められる信頼性の高い情報の収集、取りまとめ  

方を習得する  

活動 4-2 農薬の環境における暴露量の推定方法を習得する  
活動 4-3 農薬の環境暴露に関する情報を集積する 

【指標】 

 ・環境暴露量を推定した有効成分の数の変化 

 

成果 5：農薬の危険性（ハザード）を判断する技術能力が向上する    

活動 5-1   国際基準（CODEX 等）の評価書を収集、分析する  

活動 5-2    環境及び人の健康への影響を定性的、定量的に評価する技術を 

開発する 

【指標】 

・農薬の危険性(ハザード)の判断手法の開発実績 

 

成果 6：農薬のリスク判定能力が向上する  
活動 6-1 農薬リスク判定のための農牧水産省、国立農牧研究所、及び関係  

機関で構成される協議会を設置する  

活動 6-2 環境残留結果（成果 4 関連）及び農薬危険性（ハザード）（特定  

結果 (成果 5 関連 )を分析する  

活動 6-3 分析結果（成果 6-2）に基づき、環境中の農薬リスク判定（影響  

発生の確率等の定性的、定量的推測）を行う  

活動 6-4 農薬リスク判定（活動 6-3）の結果、次のとるべき行動案を検討 

する 

【指標】 

・農薬リスク判定の結果の蓄積状況 

・リスク判定の結果に基づき取られたアクションの内容 

 

(6) プロジェクトに必要な投入案 

 

① 日本国側 

専門家派遣：短期専門家（農薬モニタリング計画、サンプリング技術、 

農薬分析技術等の分野）  
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それぞれ 2 ヶ月間程度×延べ 9 人（＝ 18 人月）  

供与機材：分析用機器（土壌サンプラー、HPLC 等）  

研修員受け入れ：国別研修（サンプリング技術、農薬分析等の分野） 2 名     

程度×3 回  

その他：在外事業強化費、評価調査団実施経費 

 

② ウルグアイ国側 

・技術者の配置（農牧水産省） 

・研究技術者の配置（国立農牧研究所） 

・プロジェクト運営経費 

・プロジェクト事務所の設置（家具、基本備品、電話、インターネット設備の

設置を含む） 

・アシスタント要員の配置 

・プロジェクト実施に必要な試験圃場、建物、設備、車両 

 

(7)  プロジェクト拠点（事務所） 

   プロジェクト事務所は、農牧水産省（MGAP）と、国立農牧研究所（ INIA） 

が、それぞれの費用でそれぞれ設置する。これら事務所は、モンテビデオ市内

の農牧水産省農業サービス局（MGAP/DGSA）内に、カネロネス州の国立農牧

研究所（ INIA）ラス・ブルハス試験場内に設置される。  

 

３－３ プロジェクトの実施体制 

 農牧水産省（MGAP）と国立農牧研究所（ INIA）の協同、協調は、効果的なプロ

ジェクト実施の上では、必要不可欠である。 また、農牧水産省は、政府関係機

関 内 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 構 築 す る こ と に な る 。 住 宅 ・ 土 地 管 理 ・ 環 境   

（MVOTMA）と公衆衛生省とのコミュニケーションも、本プロジェクト目標達成

においては、重要となる。  

プロジェクトは、農牧水産省農業サービス局長がプロジェクトダイレクターの任

を負い、プロジェクト計画書（ PDM）や活動計画（ PO）に従って、管理運営され

る。  

また、議長は関係機関メンバーで構成されるプロジェクトの合同調整員会（ JCC）

を少なくとも年間一回開催し、活動の進捗等を確認し、プロジェクト実施の方向

性を決定する。  
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第４章 プロジェクト実施上の考え方 

 

４－１ 農薬リスク管理、環境管理システム 

４－１－１ 農薬のリスク管理の考え方 

農薬は、農産物の安定した生産、品質の向上を確保する上で、病害虫や雑草

等 の 防 除 、 植 物の 成 長 を 調整 す る た め に必 要 不 可 欠 な 農業 生 産 資 材で あ る    

が、環境中に意図的に放出されるため、これら標的以外の有用昆虫や水産動植

物、そして人間に対しても何らかの影響を及ぼすことが懸念される。 

農薬のリスク管理は、これらの影響を低減するため、行政機関、農薬販売業

者、農薬使用者そして消費者などの関係者が協議しながら、政策・措置を検討

し、その決定に基づき適切な対策を講じることである。 

 

農薬のリスク管理は、次の 4 つの対策が重要かつ基本となる。 

 

① 安全性評価に基づく農薬の登録制度 

標的外生物や人間に対し、明らかに悪影響を及ぼす農薬については、その使用 

があってはならない。農薬の登録制度は、そのような農薬の販売・流通の規制

を目的として、法律で定められるものである。農薬の登録制度は、農薬が潜在

的に持つ毒性や残留性と推定暴露量（摂取量）から、当該農薬に起因する悪影

響がどのくらいの確率でどの程度起き得るか、その安全性を科学的に評価 し、

その結果を踏まえ、農林水産大臣が農薬登録の可否を判断する。 

 

② 無登録農薬の取締り 

農林水産大臣の登録を受けていない農薬（無登録農薬）は、農薬の安全性が評 

価されていないため、その毒性や残留性が未知であることに加え、不良・粗悪

なものも多く、農業生産活動の上で大きな問題となる。加えて、農薬使用者の

事故や環境汚染を未然に防止する上でも、無登録農薬の販売・流通等を取り締

まることが重要である。 

 

③ 農薬の適正使用の監視 

例え登録されている農薬であっても、登録に際し定められた使用方法が遵守さ

れなければ、標的外生物等への悪影響を引き起こす可能性がある。農薬の適正使

用の監視は、農薬使用者が定められた使用方法を遵守していることを監視するこ

とによって、農薬使用者の事故や環境汚染を防止するとともに、万一事故や汚染

が発生した場合には、その影響を最小限に抑えることを目的としている。 

また、適正使用の監視とともに、研修会やセミナー等を通じて農薬使用者に

対し適正使用を指導することも重要である。 

 

 

69



④ 農産物中の残留農薬の監視 

農産物中の残留農薬の監視は、市場で流通している農産物の抜き取り検査を実

施し、残留農薬基準を超過する農産物の流通・販売等を禁止又は回収することに

よって、食品に残留した農薬に由来する人体への悪影響を防止することを目的と

している。 

残留農薬基準の設定は、農薬の毒性や残留性と食品からの推定摂取量をもとに

厚生労働大臣が定めている。 

以上のとおり、これら 4 つの対策はそれぞれが密接に結び付きあい、実施され

ていることが農薬のリスクを管理する上で非常に重要なポイントである。 

 

 

４－１－２ 土壌、水系、大気を経由した人への健康被害 

作物に散布された農薬は、太陽光や水、微生物などの働きによって、その多

くは分解されるが、一部は環境中に残留し、呼吸、飲食、皮膚接触などを通じ

て人の健康に被害を及ぼすおそれがある。 

 

① 土壌 

作物に散布された農薬の大部分は土壌に落下し、土壌表面（層）で微生や光、

水分などによって分解されるが、以前使用されていた DDT やドリン剤など化

学的に安定で土壌に長く残留する農薬は、散布された作物ばかりでなく、次に

栽培された作物にも吸収され、残留農薬基準を超過する場合がある。 

また、一部は降雨等によって地下水や河川などに流出し汚染を引き起こす場

① 農薬の安全性評価と登録 

② 登録農薬の販売 

③ 正しい使用 

④ 安全な農産物 

取締 

無登録農薬 

監視 

残留農薬の監視 

図 2 農薬のリスク管理 
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合が想定される。 

 

② 水系 

水系には、散布時のドリフトにより河川に直接流出する場合もあるが、水田

面水の流出などの圃場での水の動きによって、移動し流出される。流出した農

薬の多くは光や水分などによって分解されるが、一部は飲料水の汚染や水産動

植物の被害を引き起こす場合があり、また、水産動植物の体内に取り込まれて

蓄積し、それを食することによって人の健康への影響が現れるおそれもある。 

 

③ 大気 

農薬の大気への移行は、散布時のドリフト、土壌や水中に入った農薬の揮散

や水蒸気蒸散、強風などの舞い上がりなどによるものであり、大気中に漂流し

た農薬を吸入することによって人の健康に影響を及ぼすおそれがある。 

    また、大気中の農薬は、太陽光、特に紫外線によって比較的早く分解される

が、未分解の農薬は、気流にのって長距離移動し、極地や深海などの生態系に

影響を及ぼすおそれがある。 

 

４－１－３ 環境試料のサンプリング 

環境中の農薬分析は、分析機器を使った定量分析方法に目が行きがちである

が、試料のサンプリングと調製がうまく行われていなければ、信頼性の高い分

析結果は得られない。また、水田や畑地においては、農薬が均一に分布してい

ないので、どのようにして目的とする代表的な試料を採取するかが重要である。 

さらに、採取した試料についても、すぐに冷蔵（冷凍）保存するなど、試料中

に含まれている農薬の分解を極力抑えることも重要である。 

 

＜試料採取方法の例＞ 

① 土壌試料 

圃場における農薬分布は非常に不均一なので、同一圃場の４カ所以上から土

壌を採取し混合する。畑地の場合は地表から 10cm までを採取し、水田の場合

は田面水も同時に採取する。 

 

② 水試料 

採取する試料によって取り扱い方が異なるので注意する。水田水であれば、

採取水に土壌粒子が混入しないように注意することが必要であり、河川水であ

れば、浮遊している油やゴミを取り込まないことが必要となる。 

 

③ 作物試料 

農薬は農作物全体に均一に分布しているわけでなく、また、個体の大きさや

作物の部位（根、葉、実）によって残留値が大きく異なることがある。   

さらに、散布された農薬の大部分は農作物の表面に付着しているので、葉菜
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類の一番外の葉や果物の皮を含めるか否かによっても残留値が大きく異なる

ことに注意する。  

 

４－１－４ 農薬分析 

環境試料には、農薬分析を妨害する多くの夾雑物（不純物のことで、マトリ

ックスとも言う）が含まれているため、試料中から分析対象農薬を分離するこ

とが必要である。 

近年、農薬の分析に使用される機器の性能は著しく発達し、定性、定量能力

は数年前に比べても飛躍的に進歩している。また、分離・精製する操作でも様々

な機器が開発されており、分析時間（労力）もかなり短縮されている。しかし

ながら、分析機器が格段進歩しているとは言え、信頼性の高い分析結果を得る

ためには、分析対象農薬や試料の物理的化学的性質等を踏まえ、適切な溶媒、

分析機器を選択し、他の物質の混入を防ぐなど細心の注意を払わなければなら

ない。 

 

４－１－５ 分析結果の信頼性 

  分析結果の信頼性は、個々の分析操作を正確かつ確実に行うことはもちろん

であるが、それを証明するためのデータを得ることが必要不可欠である。例え

ば、試料に既知量の対象農薬を加え、同じ分析操作を行った回収率試験が低け

れば、どこかの分析操作に問題があったことが考えられる。また、保存状態が

悪ければ、分析操作や分析結果に問題がなくとも真の残留値を得たことにはな

らない。 

 証明するデータとしては、添加回収率試験、保存安定性試験、検出限界及び定

量限界クロマトグラフなどがある。 

 

４－１－６ 用語の定義 

① 農薬ハザード 

ハザードとは、一般に人の健康や動植物に悪影響を及ぼす物質・要因のこと

を指す。農薬におけるハザードは、「毒性」の強さや「発ガン性」の有無など

であり、毒物・劇物、危険物、ADI などがその指標となる。 

 

② リスク判定 

人の健康や動植物に悪影響を及ぼす可能性とその程度を定性的及び/又は定

量的に推測すること。リスクの大きさは、農薬のハザードの程度と暴露量で決

まる。 

 

農薬リスク＝ ハザード×暴露量 

 

③ プロトコル 

毒性試験などを確実に実行するための手順等について定めたもの。農薬のテ
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ストガイドラインでは試験計画書と訳されることが多い。 

 

 

④ ADI（Acceptable Daily Intake）  

人が一生涯にわたり、その農薬を毎日摂り続けても、健康上なんら悪影響 

を及ぼさない化学物質の量のこと。日本語では一日当たり摂取許容量と訳され

る。 

 

⑤ 農薬の環境動態予測モデル 

農薬の物理化学的性状、土壌特性、気象要因などを用いて農薬の環境中での

挙動を予測する数理モデル。通常は、コンピュータを用いて計算用プログラム

を作成するので、コンピュータシミュレーションモデルとも呼ばれる。 

 

４－２ 国際機関、日本の農薬登録制度 

４－２－１ コーデックス 

正 式 に は コ ー デ ッ ク ス ・ ア リ メ ン タ リ ウ ス （ Codex Alimentar ius） と 呼 ば   

れ、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1962 年に

国連食糧農業機関（ FAO）及び世界保健機関（WHO）により設置された国際的

な政府機関である。ここでは、食品添加物や残留農薬などの安全性評価のほか、

国際的に流通する食品の規格基準、HACCP などのガイドラインを作成している。 

農薬について言えば、コーデックスが作成、勧告した残留農薬基準は、世界

貿易機関（WTO）の協定に含まれている「衛生及び植物検疫に係る措置に関す

る協定（ SPS 協定）」や「貿易の技術的障害に関する協定（ TBT 協定）」の国際基

準に該当するものであるため、各国はその基準値を尊重しなければならない。

ただし、同じ食品でも国によってその摂取量は異なるため、科学的に正当な理

由があれば、コーデックス基準以外の基準を設定してもよいこととされている。 

 

４－２－２ 日本の農薬登録の概要 

前述のとおり、日本国内で農薬を販売するためには、農林水産大臣の登録が

必要であるが、その登録に当たり、農薬そのものの毒性に関する安全性の評価

は食品安全委員会で行われている。また、その安全性評価を踏まえ、厚生労働

省は、人の健康保護の観点から残留基準を設定し、環境省は水産動植物や水質

汚濁等の環境保全の観点から登録保留基準を設定している。これらの結果を踏

まえた上で、農林水産大臣は初めて農薬登録の判断を行うことができる。 

このように、日本においては関係する行政機関の緊密な連携・協力の上で農

薬登録制度が成り立っている。 
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４－３ 本プロジェクトによるウルグアイ農薬登録改善の考え方 

４－３－１ 協力する部分の抽出 

4-1 で述べたように、農薬のリスク管理は、①安全性評価に基づく農薬の登録

制度、②無登録農薬の取締り、③農薬の適正使用の監視、④農産物中の残留農

薬の監視を行うことが重要であり、かつどれも欠かすことのできないものであ

る。 

ウルグアイ国においてもこれら 4 つの対策を中心に農薬のリスク管理が行わ

れているところであるが、日本と比較すれば、いずれも脆弱でリスク管理がう

まく実施されているとは言い難い。特に、農薬登録段階における安全性評価に

おいては、 ADI 評価を行っておらず、また土壌残留性や水質汚濁性、作物残留

性といった環境影響評価を行っていないため、その後の適正使用の指導や残留

農薬の監視においても支障を来す面が見られる。 

このことを踏まえ、本プロジェクトでは、農薬の登録段階における農薬の安

全性評価体制を強化することを上位の目標として、農薬の環境影響評価システ

ムの構築を支援する。 

 

４－３－２ 六つのステップ（プロジェクトの成果 1 から成果 6 まで） 

ウルグアイ国における農薬事情は日本国のそれに類似しているものの、代表

農産物や農薬の市場規模等に大きな違いがあるため、農薬の環境影響評価シス

テムの構築にあたっては、日本国の農薬登録制度をそのままウルグアイ国に適

農薬 

製造

者  

販売・使用 

 

農林水産大臣

(農林水産省)

環境大臣 

 

厚生労働省 

 

食品安全 

委員会 

安全性評価

(ADI設定

等) 

残留農薬 

基準の設定
申請の受理 

登録保留 

基準の設定登 録 

 

図 3 日本の農薬登録制度のしくみ 
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用することは困難である。日本国における農薬の環境影響評価の考え方や評価

体制等を助言しつつ、ウルグアイ国の実情にあった環境影響評価システムの構

築を図ることが適切である。 

また、信頼性の高い影響評価を行うためには、環境中の農薬暴露量をより精

密に推定することが重要である。これらを踏まえ、本プロジェクトでは、次の

六つのステップを実施し、環境影響評価システムを構築する。 

 

① 農薬モニタリング計画の策定（対象：農牧水産省（MGAP）及び国立農牧研

究所（ INIA）） 

農薬のリスク判定を行う上で、適切なモニタリング計画を策定することがまず

重要となる。また、その計画は、リスク判定実施機関、モニタリング、残留分析

機関などの関係機関が協力して、農薬使用実態等を踏まえ策定することが重要で

ある。 

 

 ＜主な活動＞ 

・関係機関で構成される協議会を設置する。 

・対象とする農薬や環境試料（水、土壌など）を決定する。 

・環境試料のサンプリング場所や回数、方法等の農薬モニタリング手法を開発

する。 

・具体的な農薬モニタリング計画（時期等）を策定する。 

 

② 環境サンプリング技術の向上（対象：MGAP､INIA）  

環境試料のサンプリングは、モニタリング計画に基づき実施することが基本と

なる。ウルグアイ国においても、環境試料サンプリングを実施しているが、農薬

の残留分析を意図したものではないため、基本的な事項を含め、綿密な農薬残留

結果が得られるよう、サンプリング技術を強化する。 

 

＜主な活動内容＞ 

・農薬モニタリング計画に基づき環境試料サンプリングに必要な体制を整える

（人員、機材等） 

・環境サンプリングの基礎及び実践方法を習得する。 

 

③ 農薬分析技術の向上（対象：MGAP）  

ウルグアイ国においても残留農薬分析は実施されているが、分析機器等が古く、

また前処理技術が未熟なため、必ずしも分析能力が高いとはいえない。分析体

制（人員、機器等）を考慮しつつ、精度の高い分析技術を強化する。 

 

＜主な活動内容＞ 

・農薬分析のための体制を整える（人員、機材等） 

・試料の前処理技術及び農薬分析の実践方法を習得する。 
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④ 環境中の農薬暴露量の情報収集能力の向上（対象：MGAP、 INIA）  

分析結果等から環境中の農薬暴露量を推定する。暴露量の推定は、農薬使用量

や栽培面積など分析結果以外の情報も必要不可欠であることから、これらを含め

情報収集能力の向上を図る。 

 

＜主な活動内容＞ 

・環境中の農薬暴露量に関する情報を集積する。 

・環境中の農薬暴露量の推定方法を習得する。 

 

⑤ 農薬ハザードに関する情報収集能力の向上（対象：MGAP） 

農薬のリスク判定に当たっては、環境中の暴露量のほか、当該農薬のハザード

を求めなければならない。ウルグアイ国においては、農薬登録に際し毒性試験の

提出を義務づけておらず、ADI 評価を行っていないことから、CODEX 等の国際

基準を収集・分析する能力の向上を図る。 

 

＜主な活動内容＞ 

・国際基準（CODEX 等）の評価書を収集、分析する。 

 

⑥ 農薬リスク判定能力の向上（MGAP、 INIA）  

④の環境暴露量及び⑤の農薬ハザードから、農薬のリスクを判定する。リスク

判定に当たっては、その後のアクションプラン（当該農薬の使用規制、禁止な

ど）を念頭に、関係機関を広く参集することが必要である。 

 

＜主な活動内容＞ 

・関係機関で構成される協議会を設置する。 

・集積した環境中の農薬暴露量及び農薬ハザードに基づき、環境中の農薬リス

ク判定を行う。 

・農薬リスク判定の結果を踏まえ、次にとるべき行動案を検討する。 
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４－３－３ プロジェクト終了後のための工程表の作成について 

本プロジェクトは、ウルグアイ国の実情に合った農薬の環境影響評価システ

ムの構築を支援することであり、その後の農薬登録の改善については関与しな

い。しかしながら、農薬のリスクを管理するためには、構築された環境影響評

価システムが何らかの形で農薬登録又は農薬行政に関与することが必要不可欠

であり、またそのことがプロジェクト終了後に求められる。 

このことを踏まえ、プロジェクトの最終年度においては、本プロジェクトの

成果に基づき、ウルグアイ政府が次にとるべき施策等についてアドバイスする

ものとする。 

 

４－４ 本プロジェクトの特徴 

４－４－１ 農業サービス局と国立農牧研究所の役割 

農牧水産省（MGAP）農業サービス局は、ウルグアイ国の行政機関であり、農

薬登録に関する業務を行っている。 

国立農牧研究所（ INIA）は、ウルグアイ国の農業全般の研究機関であり、農

薬分野においては、農薬の薬効や、作物に対する薬害を試験・調査している。 

両機関は本プロジェクトにおいて互いに補完しあう関係にあり、また、両機関

をカウンターパートナーとすることが本プロジェクトを効率・効果的に実施す

る上で最善である。 

また、それぞれの機関の得意分野を踏まえ、MGAP は 4-3-2 のステップ①、⑤

及び⑥の行政的分野、 INIA はステップ②及び④の技術的分野の実施主体となる

ことが合理的である。なお、ステップ③は技術的分野であるものの、これまで

の実績から、MGAP を実施主体とする。 

   図 4 プロジェクトのフレームワーク 

MGAP INIA 

①農薬モニタリング計画の策定 ②環境サンプリング 

③農薬分析 
MGAP＋ INIA 

④環境中の農薬暴露量

の収集、とりまとめ 
⑤農薬ハザードの情報収集 

⑥農薬リスク判定 
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４－４－２ 活動計画と短期専門家のシャトル型派遣方法について 

本プロジェクトは 2008 年 (平成 20 年 )度から 2011 年 (平成 23 年 )度までの 3 年

間とする。各ステップは、4-3-2 「六つのステップ」の①から⑥の順に行うこと

が望ましいが、 3 年という 期間の中で効 率かつ効果的に行うため、 ステップ  

①、⑤及び⑥の「行政的分野」に関係するステップ並びにステップ②、③及び

④の「技術的分野」に関係するステップを同時並行で実施する。 

派遣する短期専門家については、 3 年間を通じて 1 名で行うことが望ましい 

が、行政的分野」と「技術 的分野」の両 方に精通している専門家が 少ないこ   

と、また数ヶ月という短い派遣期間で両分野を指導・助言することは業務過多

になると推測されることから「行政的分野」及び「技術的分野」それぞれに 1

名程度を派遣する。派遣時期は、それぞれの分野の専門家が協力して活動する

ことが望ましく、また「技術的分野」については、農薬の使用量の多い時期に

実際の調査を行うことが望ましいので、秋期の 4､5 月又は /及び春期の 9～ 11 月

の 1～ 2 回 /年とする。（表 2 活動スケジュールと専門家の対応参照） 

また、専門家が不在の期間 (8～ 10 ヶ月 /年 )は、各専門家が MGAP 又は INIA と

E-mail 等で助言、指導する。これまでの調査では、短期専門家が不在であって

も、MGAP 又は INIA は活動計画に沿って自ら行動すると思われるが、 1 年目の

活動の結果、1～ 2 回 /年程度の短期専門家派遣では目標の達成が困難であると推

測される場合には、日本国内に関係機関で構成されるプロジェクト支援委員会

（仮称）を設置し、今後の対応を検討する。 

 

 

  1 年目  2 年目  3 年目  

  I II I II I II 

  
4,5 月

9-11 月

6-8 月

12-3 月

4,5 月

9-11 月

6-8 月  
12-3 月  

4,5 月  
9-11 月  

6-8 月  
12-3 月

① 農薬モニタリング計画

の策定 

専門家

A 
  

専門家

A 
      

② 環境サンプリング技術

の向上 

専門家

B 
  

専門家

B 
  

専門家

B 
  

③ 農薬分析技術の向上 
専門家

B 
  

専門家

B 
  

専門家

B 
  

④ 農薬環境暴露量の情報

収集能力の向上 
    

専門家

B 
  

専門家

B 
  

⑤ 農薬ハザードに関する

情報収集能力の向上 
    

専門家

A 
      

⑥ 農薬リスク判定能力の

向上 
        

専門家

A 
  

 

表 2 活動スケジュールと専門家の派遣時期 
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４－４－３ プロジェクト計画書（ PDM）の指標の考え方  

  プロジェクト計画（ PDM）の指標は、本プロジェクトを達成するために必要

不可欠なもので、各ステップ（活動）間及び/又はプロジェクト目標とつながり

があり、かつ、現実性や実現の根拠となりうるものとした。 

 

   (1) プロジェクト目標 

   農薬の環境リスク体制を構築するに当たっては、農薬の規制、管理、評価

をする機関及びモニタリングを実施する機関が協力・連携して、モニタリン

グ計画を作成するとともに、モニタリング結果等を踏まえリスクを判定する

必要があることから、協議会の設置要綱、農薬リスク判定マニュアルの作成

を指標として設定した。 

 

(2)  各ステップ 

① 農薬モニタリング計画の策定 

適切なモニタリング方法及びモニタリング時期等が策定されたことを容易

に確認できる、農薬モニタリング方法のマニュアル、農薬モニタリング計画

書を指標とした。 

 

② 環境サンプリング技術の向上 

環境サンプリング技術が実際に向上したかどうかを数値で把握することは

困難なため、農薬分析結果等に異常値が見られた場合などにサンプリングの

問題点が検討可能なサンプリングのプロトコル（マニュアル）を指標とした。 

 

③ 農薬分析技術の向上 

分析技術の向上によって、これまで分析できなかった農薬も分析できるよ

うになるので、新たに分析方法が確立された農薬分析報告書を指標とした。 

 

④ 環境中の農薬暴露量の情報収集能力の向上 

情報の収集、まとめ方に関する技術能力の向上を数値で把握することは困

難なことから、環境暴露量に関する報告書を指標とした。 

 

⑤ 農薬ハザードに関する情報収集能力の向上 

国際基準等をそのまま採用するのではなく、ウルグアイの実情にあった評

価、基準設定が必要なことから、農薬ハザード農薬危険性（ハザード）評価

マニュアルを指標とした。 

 

⑥ 農薬リスク判定能力の向上 

  ステップ(4)及び(5)の結果に基づき農薬リスク判定が行われ、その結果に

よって新たなアクションプランが作成されることとなるので、農薬リスク判

定報告書及びアクションプランを指標とした。 
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４－４－４ 機材の選定方法 

本プロジェクトに参加するウルグアイ国側の人員、求められる成果及び既存

の機材等を踏まえ、次の機材を確保することが必要と考える。 

 

○サンプリング機材  ・純水製造装置  

・土壌サンプラー(動力型）  ・コンセントレーター  

・土壌水分計  ・大型デシケーター  

・採水機  ・オーブン（土壌用）  

 ・ダイリューター  

○分析機材  ・超音波洗浄機  

・HPLC(UV＋ PDA)  ・振とう機  

・ホモジナイザー  ・マイクロピペット（容量別）  

計 3 本  

・冷却水循環装置   

・エバポレーター ×2 台  ○その他  

・吸引マニホールド  ・冷凍庫（－ 25℃）  

・アスピレーター   

 

４－４－５ 研修（本邦、第三国）の実施について 

ウルグアイ国の要望を踏まえ、研修生の技術レベルに応じた技術研修（環境

モニタリング、農薬分析）を実施する。 

  実施機関としては、研修生の技術レベル、希望する技術内容（例：残留農薬

分析）に応じて、 J ICA 兵庫、(独)農業環境技術研究所、(財)日本植物調節剤研

究協会等が考えられる。 

 

80



第５章 評価５項目分析及び貧困、ジェンダー、環境への配慮 

 

５－１ 妥当性 

以下の理由から、本案件実施の妥当性は高いと判断される。  

●  ウルグアイ国内の一部地域で水質、土壌汚染が懸念されるに従って、環境

汚染がマスメディアで取り上げられることが増え、国民の関心も大きくな

っている。政府は国民の健康被害や環境汚染に対して、適切な対策を講じ

る必要性を強く感じている。 

●  農薬は汚染源の一つとしてあげられているが、農薬による環境影響の程度

も調査されておらず、政府はどの様なアプローチを採用して解決にあたる

べきかを判断する十分な情報や技術を有していない。そのため、具体的な

行動に踏み出せない状況にある。本案件によって、その解決の道筋を示す

ことは、同国政府のニーズに合致する。 

●  我が国の対ウルグアイ援助重点分野の一つが“環境保全”である。本案件

は、同国の環境管理技術向上の一翼を担うこととなる。 

●  ウルグアイの農薬に関するいくつかの課題の中から、本案件は「農薬登録

システム」という入り口の部分に焦点をあて、粗悪な農薬を排除し、適切

な 農 薬 使 用 を 促 進 さ せ る た め の 政 府の 「農 薬 登 録 プ ロ セ ス の 改 善 と 強   

化」を図ることに貢献できる。なお、プロジェクト目標は 3 年間の協力実

施期間中に達成できる現実的な達成レベルである。 

●  ウルグアイの農薬登録プロセスの見直しに対して、日本の農薬登録システ

ムや、日本で培った農薬のモニタリング手法、農薬の危険度判定技術が有

効に貢献できると考える。 

 

５－２ 有効性 

次の点から、本案件実施の有効性が見込まれる。 

●  ①農薬モニタリング計画の策定、②サンプリング技術の向上、③分析能力

の向上、④情報収集とまとめ方に関する技術の向上、⑤農薬の危険度判断

のための技術向上、⑥影響の発生確率などを定性的、定量的に推測する農

薬リスク判定能力向上、が順に得られてプロジェクト目標が達成されるも

の で あ り 、 解 り や す い 構 成 と な っ てい る。 こ れ ら を 順 に 実 施 す る こ と     

で、プロジェクト目標が達成できる。 

●  農薬行政においては、行政と技術（試験研究）の連携が重要である。プロ

ジェクト目標である農薬を対象とした「農薬の環境評価システム構築」の

達成度を測定する指標として、行政的な仕組みである「評価委員会の設置」

と、技術的な「判定マニュアル作成」の 2 点を設定し、行政、技術の両面

から目標達成度を確認することとしている。 

●  目標達成のためには、技術移転された人材のみならず、農薬行政、農薬評

価・モニタリングに関係する関係者にも広く技術が伝えられなければなら
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ない。ウルグアイでは、以前よりスタッフ間の情報や技術の共有も実施さ

れてきており、専門家からカウンターパート、更には関係者へ技術が伝え

られ易いため、農薬登録に関する多くの関係者が案件の成果を共有するこ

とができる。 

 

５－３ 効率性 

次の点から、案件の効率的な実施が見込まれる。 

●  本邦専門家については、長期専門家を配置せず、短期専門家の複数回派遣

（シャトル型派遣）で対応する計画であり、一人の短期専門家で複数の分野 

   の指導ができる人材の登用を行う予定である。 

●  専門家不在期間は、ウルグアイ自身で活動を進められるようにそれぞれの

本邦短期専門家派遣終了時に細かい活動計画を策定することや、日本国内

の支援として電子メール等を活用して日本からでもウルグアイの質問に回

答できるような体制を構築するなど、プロジェクト活動が停滞しない方策

を講じる予定である。 

●  農牧水産省と国立農牧研究所が現有する資機材を本案件用に活用できるこ

とから、本案件で投入する農薬分析機器は、故障している機材の更新と基

本分析機材にとどめるなど、案件への投入を抑え、効率的に実施する計画

である。 

 

５－４ インパクト 

本案件によって、次のいくつかのインパクトの発現が考えられる。 

●  上位目標達成のためには、政府による継続的な農薬登録システム改善に向

けた努力が不可欠であるが、本案件では、案件終了後に取るべきアクショ

ンプランについても検討、設定する予定である。政府は、そのプランに沿

った対応を行うことで、上位目標達成に近づくと考える。 

●  本案件は、“環境評価”を意識した目標を設定しており、ウルグアイ国民か

ら理解を得られ易い。 

●  農薬登録制度が見直されることで、粗悪な農薬流通に歯止めがかかり、そ

の結果、農薬による環境汚染、人的被害の程度が抑えられることが期待で

きる。 

 

５－５ 自立発展性 

本案件終了後、次の自立発展性が見込まれる。 

【政策・制度面】 

●  本 案 件 に よ っ て整 備 さ れ る農 薬 に よ る環 境 影 響 の 評 価シ ス テ ム を 契機   

に、政府は農薬登録制度を継続的見直すことが可能となる。つまり、本案

件で協力する部分は農薬行政の骨格をなすものとなる。 
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【組織・財政面】 

●  農牧水産省農業サービス局と国立農牧研究所は、それぞれ責任の明定はあ

るものの、農薬管理の技術や体制の向上において同歩調でかつ共同で取り

組 み た い と の 姿 勢 が 強 く 、 こ の 点 はプ ロジ ェ ク ト の 実 施 期 間 の み な ら    

ず、協力終了後においても、大きな利点と言える。 

●  スタッフの年齢が比較的高く、現在、政府の若手人材の登用が停止してい

ることから、技術が次の世代に伝えられないという問題が将来顕在化する

可能性がある。公務員の高齢化は、大きな問題として存在しており、新し

い人材をいかに確保するかについては別に配慮が必要である。 

●  過 去 の 日 本 や 他 ド ナ ー の 支 援 に よ る 機 材 の メ ン テ ナ ン ス は 申 し 分 な     

く（ 25 年以上も維持管理しつつていねいに使っている機材もある）、これま

でのウルグアイに対する協力実績結果を見ても、限られた外部からの投入

を自らのものにして発展させていく土壌は十分にあると考えられる。 

【技術面】 

●  本案件で導入される農薬のモニタリング法、農薬分析技術、農薬の検査シ

ステムは、基礎固めを行いながら技術指導がなされる計画である。 

そのため、将来、ウルグアイ側が独自に技術改良を行う場合でも、この基

礎を身につけていることで、十分に対応できると考える。 

 

５－６ 貧困、ジェンダー、環境への配慮 

 本 案 件は 、 特定 の 貧困 層 ま たは ジ ェンダ ー に 配慮 し て実 施 する も の では な    

く、農薬の適正利用を促し、農薬の環境負荷低減に寄与する農薬の環境影響評価

システムの構築を目指している。 

 本案件は、農業地域とその近郊、また主要河川流域などウルグアイの環境改善

に広く貢献することになる。 

 

83



第６章 まとめ（団長所感） 

 

   ウルグアイにおいては、農薬の使用に起因する大きな問題は報告されていな

いが、潜在的にはリスクが大きくなっている可能性もある。 

 

【農薬をとりまく一般的な状況】 

ウルグアイ国内で使われている農薬は、原体については 100％輸入、製品につ 

いては約 25％をウルグアイ国内で製剤し約 75％を輸入しているのが現状であ 

る。 

 

【農薬の使用状況】 

１．ウルグアイでは、もともと粗放的な農業が広く行われていることから、他国

と比べ農薬の環境中の挙動を原因として大きな問題が出るような状況ではない

とも考えられるが、何か問題が出た際に追跡し制度変更などの措置を検討する

ための体制がないことは、リスク管理の観点から大きな問題ではないかと思わ

れる。 

 

２．近年の農薬使用の傾向をみると、大豆の生産が著しく増加していることか  

ら、マクロ的には大豆の除草剤の使用量の増加が大きい。一方で、単位面積当

たりの農薬使用量では、果樹・野菜など園芸作物における使用が大きく（リン

ゴなどの果樹においては散布の頻度は日本とほぼ同じ）、偏在する瞬間値での環

境影響では、園芸作物への対応がより重要との認識が関係者の中で共有されて

いる。 

 

３．農薬使用による潜在的な被害としては、散布作業者への影響（特に、温室内

作業などに懸念）、環境への影響（散布農薬、廃棄農薬（空容器関連を含む）を

通じて、水、土壌、大気に影響するもの）、農産物への残留、が考えられる    

が、現状ではどれも問題が顕在化していない模様であった。ただし、これまで

はそれらの計測・監視を行っていないため、真の実態は不明であり、問題の深

刻度は必ずしも明らかではない。 

 

【農薬管理の状況】 

１．農薬の登録は、農牧水産省農業サービス局（MGAP/DGSA）において、申請者

の提出する農薬の防除効果などの限られた項目の試験データに基づいて行われ

ているが、環境影響の検討はなされていない。住宅・土地管理・環境省は、こ

のことに対し強い懸念を有しており、さまざまな場面を通じて改善を促したい

という立場をとっている。MGAP/DGSA の農薬登録に携わる関係者も、可能であ

ればそのような体制とすべきとの意識はあるものの、技術的・人材などの体制

が十分でないため対応できない状況にある。 
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２．また、ウルグアイでは、先進国においてすでに禁止されているような比較的

に毒性の高い農薬について、制限つきながらも使用が認められているとの現状

があり、農薬の登録抹消に関する検討手続きについても強化が必要な部分では

ないかと思われる。特に、土壌中に長期にわたって蓄積されてしまう難分解性

の農薬について、どこまで使用が認められているのかは個別の農薬ごとに現状

を確認した上で、適切な対応を検討していく必要がある。農薬の登録抹消手続

きの明確化は、プロジェクトにおける当面の課題とはしないが、一連の評価プ

ロセスにおいて住宅・土地管理・環境省を巻き込むことにより、ウルグアイ側

の関係者に具体的な対応を検討させるためのアプローチが必要と思われる。 

 

  ウルグアイの現状を踏まえ、プロジェクトにおいては農薬の環境中の挙動を

評価するシステムを確立することを目的とした。プロジェクト内容の案とプロ

ジェクトを進める上での留意点については、次のとおりとなる。 

 

【プロジェクトの内容と進め方】 

１．今回のプロジェクトにおいては、将来的に農薬登録の条件に環境中への影響

に関する試験を加えることを視野において、そのような農薬の環境影響評価を

行うための技術的な能力向上と体制強化を図ることを目的としている。 

 

２．このため、プロジェクトの活動としては、 

（ア）農薬の環境中のモニタリング、実地でのサンプリング、データの分析と

とりまとめを通じて、環境負荷につながる確率を測定し、また、 

（イ）農薬自身の持つ危険性（ハザード）を特定し、 

（ウ）（ア）と（イ）との結果に基づいて環境に対するリスクを評価する、 

との一連の流れにおいて能力の向上を図り、評価システムを構築することとして

いる。 

 

３．このようなシステムを作ることにより、将来的には、現在設定されていない

水や土壌中における農薬の環境基準を設けることも可能となり、また、すでに

登録されている農薬を制限・禁止する際の考え方の整理にも発展し得る。さら

に、農薬の適正使用を農家に指導するための根拠が明確になり、この様な指導

を進めやすくなるものと思われる。 

 

４．本プロジェクトの実施機関は、農牧水産省農業サービス局（MGAP/DGSA）と

農牧研究所（ INIA）とした。要請においては農牧省のみが挙がっていたが、両

者の間の連携が重要であることから、それぞれの活動において責任範囲を明確

にしつつ、実施機関は連名とすることとした。これは、ウルグアイ側の実質的

な要望にも沿ったものとなっている。 
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５．農薬の影響を評価する対象としては さまざまな環境項目（水質、土壌、作     

物、大気）が考えられるが、本プロジェクトにおける投入の限界からプロジェ

クトの直接の対象を絞らざるを得ない。しかしながら、特定の環境質のみに限

定するのではなく、他の項目におけるアドバイスも可能な範囲で行うべきであ

ると考える。（たとえば、水質あるいは土壌において一貫した取り組みを行うと

ともに、特定の作物を包括的に分析するなどの試みを彼らに行わせ、これらを

通じて関係する環境項目にも関わる活動への支援を行う、といった工夫が考え

られる。） 

 

６．これらの活動に関し、特に INIA においては、農薬の挙動などに関する数値シ

ミュレーションモデルへの関心が高い。このモデルについては、①サンプリン

グ計画を立てる際に参考として使うモデルと、②サンプルの分析結果が出た後

に必要となる環境への残留量シミュレーションに関するモデル、の２種類を念

頭においている。日本での経験をもとに、ウルグアイ独自のモデルを作成する

必要があることは十分認識されている。その一方で、モデルとしてどの程度精

緻なものを考えるかについては、ウルグアイ側においても確固たる考えを有し

ておらず、プロジェクトの初期に関係者間の認識を共有し、考え方を整理する

必要がある。 

 

７．農薬使用の場面での規制については、水源などと散布対象地域の間に緩衝帯

を設ける規制案が検討されているなどの動きはあるものの、現状では規制措置

がほとんどとられていない。適正使用に関する指導、違反者に対する罰則につ

いての強化は、過去日本でも大きな社会問題となるまではなかなか実行に移さ

れなかったことにかんがみ、今後中長期的にウルグアイの農薬関係者が考えて

いくべき事項と思われる。 

一方で、近年行われた CIDA の支援によって作成された研修マニュアル・生産

者用の配布資料を用いて、生産者などを対象にした農薬に関する研修が始まっ

ており、 3,000 人以上が受講している。ただし、これまでの受講者の多くは組合

の幹部などのレベルにとどまっており、組合内でさらに研修成果が広まるとい

う段階には達していない。 

 

８．今後、本プロジェクトの成果を必要に応じて既存の研修マニュアルに盛り込

むことを検討するとともに、すでに始まっている研修の成果が個々の農家のレ

ベルにまで広まるような活動を進めているかどうか、注視していく必要がある。

さらに、短期専門家の滞在中に適正使用キャンペーンや規制措置などに関する

日本の経験など関連の情報を伝えていくことは有用であると思われる。実際に

適正使用に関する農家の意識 をどのよう に変えていくのがよいのかに ついて  

は、ウルグアイ国にふさわしいアプローチを検討すべきであろう。 
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９．ウルグアイにおいては、公務員の割合が多く、多大なコストがかかっている

こ と が 問 題 視 され て い る との 背 景 か ら、近 年 厳 し い 採 用制 限 が と られ て お    

り、本件においては増員が望めない状況の中で体制強化を図ることが求められ

る。当面は、現有人材に技術 移転をして いくアプローチに頼らざるを 得ない   

が、リタイアの仕組みを確認しつつよい方法を探る必要がある。 

 

１０．住宅・土地管理・環境省、公衆衛生省、工業技術院など関係機関の関与の程

度について、本調査団の滞在中の協議においては、MGAP/DGSA 及び INIA の関

係者から、これらの関係機関の関与を受けることにより調整が複雑になるとの懸

念は持ちながらも、こうした調整は必要であり、積極的に連携して農薬管理行政

を適切なものにしていくべきとの認識が示された。 

 

１１．ウルグアイでは、輸出用の農産物を含め、人為的な影響をできるだけ少なく

した産品を推奨する Uruguay Natural キャンペーンが行われているが、本プロジ

ェクトにおける活動を通じて農薬の適正使用を徹底することにより具体的な根

拠を示すことができるため、こうした努力に対する一助にもなるものと思われ 

る。 

 

【ウルグアイ関係機関の自立発展性など】 

１．過去の日本や他ドナーの支援に関するフォローアップの状況を見る限り、関

係機関の自立発展性や機材のメンテナンスは申し分ない（ 25 年以上も維持管理

しつつ、ていねいに使っている機材もある）。 

 

２．また、これまでの実績を見ても、限られた外部からの投入を自らのものにし

て発展させていく土壌は十分にあるものと考えられる。 

 

３．公務員の高齢化は、大きな問題として存在。新しい人材をいかに確保するか

については別途配慮が必要である。例えば、大学の関係学部における講義など

に、環境リスク関連の内容を入れるよう助言するなども有効であろう。これら

は、ウルグアイ側の独自の取り組みとして進められるよう促していくことが望

ましい。 

 

４．MGAP/DGSA と INIA は、それぞれ責任の明定はあるものの、農薬管理につい

て技術や体制の向上において 同歩調でか つ共同で取り組みたいとの姿 勢が強  

く、この点はプロジェクトの実施においても大事にしたいところである。 

 

【他案件との連携、支援体制】 

１．現在 J ICA が立ち上げの準備を進めている技術協力「サンタルシア川流域汚染

源管理プロジェクト」（地球環境部所管）に関しては、特に環境省の関係者が本

プロジェクトとの関連に関心を有している。同案件の内容は事前評価調査（本
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年中に実施予定）を通じて具体化される予定であるが、流域全体における多く

の環境項目を網羅した水質環境モニタリングの整備を進めるような内容となる

ものと思われる。農薬に関しては、本プロジェクトにおいて効率的なモニタリ

ングのあり方の検討も含まれることになるため、将来的には、前者の水質環境

モニタリング整備の試みを補完するものとなっていくのが適切と考える。本プ

ロジェクトでのインプットが比較的限られていること、プロジェクトの開始が

ほぼ同時期になると思われることなどを考慮し、同案件のために常時滞在する

長期専門家からの情報を本プロジェクトにおいても活用しつつ、農薬部分の進

捗に応じて積極的な情報提供を行う、などの連携の工夫を通じて、水質管理行

政の適正化にも貢献していく必要がある。 

 

２．なお、ウルグアイは、 J ICA 駐在員事務所の人員数が多くないことから、プロ

ジェクトを進めるにあたっては、現地においては大使館の理解・協力を十分得

るとともに、日本国内での十分な管理が必要であろう。国内の関係省庁と JICA

本部における地域部・課題部 （地球環境 部＋農村開発部）の定期的な 情報交  

換・協議を確実に行うことにより、短期専門家の活動や現地での進捗に支障が

出ないよう注意を払う必要がある。 

以 上 
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①主要面談者リスト  

②収集資料リスト  

③署名ミニッツ（M/M）英文  

④署名ミニッツ（M/M）西文  

⑤プロジェクト計画書（PDM）和訳  

⑥プロジェクト活動計画（PO）和訳  

⑦事前質問表  

⑧－１事前質問表に対する回答（英文）  

⑧－２ウルグアイの農薬に関する他ドナ－による支援（仮訳）  

⑧－３CIDA プロジェクト情報  

⑨（参考）農薬とは何か  

⑩（参考）リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケ－ション

について  
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主要面談者リスト 
 
A. ウルグアイ  
1. 農牧水産省（MGAP）  

Jose Mujica    農牧大臣  
Homero Rodriguez   農牧省総局長  
Humberto Almirati Lombardi   農業サービス局 局長  
Betty Mandl    農業サービス局 副局長  
Maria Elena Masoller      農業サービス局 Director Division 分析官  
Ana Laura Chouhy   農業サービス局 分析官  
Graciela Fiorentino   農業サービス局 分析部門長  
Douglas Maldini   農業サービス局 コーディネーター  

 
2. ウルグアイ国立農牧研究所（ INIA）  

Armanodo Rabuffetti  Las Brujas 試験場   土壌・穀物管理部門シニア調査官  
兼地域長  

  John Grierson 国際協力部        コーディネーター  
  Saturuino Nunez Las Brujas 試験場   主席調査官  
  Jorge Sawchik Las Brujas 試験場   生産と持続的環境プログラム長  
  Diego Maeso Tozzi Las Brujas 試験場     研究員  
  Enrique Deambrosi  Treintay Tres 試験場 穀物管理 米プログラム研究員  
 
3. 大統領府 予算企画庁（OPP）  

Washington Batista    国際協力局 局長  
Felip Ortiz de Taranco 国際協力局 職員  

 
4. 公衆衛生省  

Gilberto Rios Ferreira 公衆衛生省 副長官  
 
5. 住宅・土地管理・環境省  

Silvia Aguinaga  国立環境局環境管理部  
Laura Bonomi  国立環境局計画・管理ユニット  

 
6. 私企業、農家  

Carlos Croce Urbina   Jumecal 農業協同組合   Director 
Alvaro Bazzino       農薬会社 Proquimur 社   Manager 
Sergio Martinez      リンゴ、梨栽培農家  
Mariano Elzaurdia    リンゴ、ブルーベリー栽培農家  

 
7. 在ウルグアイ日本国大使館  

竹元 正美   特命全権大使  
櫻井 健二   一等書記官  

 
8. JICA ウルグアイ駐在員事務所  

高木 繁   駐在員  

附属資料① 
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荒谷 尚子   ボランティア調整員  
広井 ナオミ  ナショナルスタッフ  
田中 シルビア  ナショナルスタッフ  

 
9. その他  

河合 恒二   JICA メルコスール観光振興プロジェクト  
 長期派遣専門家（アドバイザ－）  

増田 沙由理  調査団通訳  
 
B. アルゼンチン  
1. ラ・プラタ大学  

Raul Anibal Perdomo       副学長  
  Edgardo Omar Nosetto  獣医学部長  
  鈴木 邦昭           広域協力を通じた南米南部家畜衛生改善のための人材  

育成」プロジェクト」疫学情報資源整備／プロジェクト

運営管理長期専門家  
 
2. 国立科学技術審議会／チャスコムス技術研究所（ INTECH）  

Dario Colautti  生態系、漁業生産ラボラトリー 研究員  
Leandro Miranda バイオテクノロジー研究部門   研究員  

 
3. ブエノスアイレス州農務省／チャスコムス陸水生物研究所（EHC）  

Gustavo Emilo Berasain ラボラトリー 研究員  
 
4. JICA アルゼンチン事務所  

古屋 年章   所長  
永田 健   所員  
野澤 俊博   企画調査員（メルコスール担当）  
ビクトル隈部  プロジェクト担当所員  
山本パトリシア  プロジェクト担当所員  

 
5. その他  

長野 正嗣          在アルゼンチン日本国大使館 書記官  
松本 隆志          独立行政法人農畜産業振興機構  

ブエノスアイレス駐在員事務所   主席海外駐在員  
 
C. パラグアイ  
1. JICA パラグアイ事務所  

桜井 英充          所長  
井上 裕二          担当職員  

 
2. パラグアイ農業総合試験場（CETAPAR) 

有賀 秀夫     場長／チーフアドバイザー」長期専門家  
藤井 智     「次長／業務調整」長期専門家  
堀田 利幸     畜産班 班長  
園田 八郎     総務・環境班 班長  
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収集資料リスト 

 

【ウルグアイ】  

1. Legislacion de Products Fitosanitarios  ウルグアイ農牧水産法令集（データベース）、 

農牧水産省  

2. Manejo Seguro de Productions Fitosanitarios CIDA プロジェクトによって作成された  

農薬の取扱テキスト、農牧水産省  

3. Seguridad con Productos Fitosanitarios  CIDA プロジェクトによって作成された農薬  

の取扱テキスト、農牧水産省  

4. Revista INIA INIA の研究レポート、 INIA 
5. Our Commitment with Rural Uruguay INIA のテーマ別活動説明資料、 INIA 

6. Evaluacion de Inpacto Ambiental, Ley No. 16/466（環境影響評価法）、  

住宅・土地管理・環境省  

7. Ley General de Proteccion del Ambiente, Ley No. 17/283（環境保護法）、  

住宅・土地管理・環境省  

8. 塩素系物質禁止令（制令）の抜粋、住宅・土地管理・環境省  

9. Anuario Estadistico Agropecuario 2007 農業データ  CD-R 

 

【アルゼンチン】  

10. ペヘレイ研究所   各種パンフレット  

 

【パラグアイ】  
11. パラグアイ日系農協中央会 移住 70 周年パンフレット  

12. パラグアイ農業総合試験場   ラボ診断料金表  

13. バイオ燃料レポート   CD-R 
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ザ
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(
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C
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D
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S
I
G
N
 
M
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X
 
(
P
D
M
)
）

 

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
：

 ウ
ル
グ
ア
イ
東
方
共
和
国
「
農
薬
登
録
プ
ロ
セ
ス
強
化
に
向
け
た
環
境
評
価
シ
ス
テ
ム
の
構
築
支
援
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

 

実
施
期
間
：

20
08

年
～

20
11

年
（

3
年
間
）

 

対
象
地
域
：
ウ
ル
グ
ア
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東
方
共
和
国
全
域

 
カ
ウ
ン
タ
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パ
ー
ト
機
関
：
農
牧
水
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サ
ー
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）
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（
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象
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農
業
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ー
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研
究
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関
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機
関
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接
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作
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農
薬
散
布
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）
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約
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②
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す
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①
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ス
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を
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成
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る

②
 
農
薬
の
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ス
ク
判
定
マ
ニ
ュ
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ル
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さ
れ
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農

牧
水

産
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牧
研

 

究
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の
連
絡

協
議

会
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判
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ュ
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 ウ
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イ

の
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薬
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す
 

 

る
政
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さ
れ
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果
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農
薬

の
モ
ニ
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リ

ン
グ

計
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策
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さ

れ
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①
  
農
薬
モ
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グ
方
法
論
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ニ
ュ

ア
ル
が
作
成
さ
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る
 

②
  
農
薬
の
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グ
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画
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薬
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タ
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グ
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法
の
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②
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薬
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ン
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①
  
環
境
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お
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サ
ン
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グ
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ト
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す
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サ
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マ
ニ
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薬
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す
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①
  
環
境
中
の
新
し
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有
効
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分
の
分
析
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①
 

分
析

報
告
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 成
果

5 
農
薬

の
危
険

性
（

ハ
ザ

ー
ド

）
を

判
断

す
る

技
術

能
力
が
向
上
す
る
 

①
  
農
薬
の
危
険
性
(
ハ
ザ
ー
ド
)の

判
断
手

法
が
開
発
さ
れ
る

 

①
 
農

薬
危

険
性

（
ハ

ザ
ー

ド
）

評
価

マ
ニ
ュ

ア
ル

 

成
果

6 
農
薬

の
リ
ス

ク
判

定
能

力
が

向
上

す
る

 

①
  
農
薬
リ
ス
ク
判
定
の
結
果
が
蓄
積
さ
れ

る
 

②
  
リ
ス
ク
判
定
の
結
果
に
基
づ
き
次
の
ア

ク
シ
ョ
ン
 

①
 
農

薬
リ

ス
ク

判
定

報
告

書
 

②
 
リ

ス
ク

軽
減

の
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
 

活
動

 
投
入
 

「
農

薬
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

計
画

策
定

」
 

   
  責

任
機

関
：

M
G

A
P/

D
G

SA
、

連
携

機
関

：
IN

IA
 

 
1-

1  
 M

G
A

P、
IN

IA
及

び
関

係
機

関
で

構
成

さ
れ
る
連
絡
協
議
会

 
   

  を
設

置
す
る

 
   

   
 1

-2
 

農
薬

の
環

境
中

の
挙

動
の

モ
デ

ル
を

考
慮
に
入
れ
つ
つ
、

 
   

   
   

   
   

  モ
 ニ

タ
リ

ン
グ

の
考

え
方

を
理

解
す

る
 

 
1-

3  
農
薬
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

手
法

を
開

発
す

る
 

 
1-

4  
農

薬
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
計

画
を

策
定

す
る

 
 

1-
5  

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
の

対
象

と
す

る
農

薬
を

選
定
す
る

 

  ●
 
カ

ウ
ン

タ
－

パ
   

   
   
－

ト
の

人
事

異
  

   
   
動

が
頻

繁
に

発
 

生
し

な
い

 

「
サ

ン
プ
リ

ン
グ

技
術

向
上

」
 

 
 

責
任
機

関
：

IN
IA

、
連

携
機

関
：

M
G

A
P/

D
G

SS
A

A
 

 
2-

1 
農
薬
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

計
画

に
基

づ
き

サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
必
要

 
な

体
制

を
整

え
る

（
人

員
、

機
材

等
）

 
 

2-
2  

サ
ン

プ
リ

ン
グ

の
基

礎
技

術
（

方
法

や
実

施
時
期
）
を
習
得

 
す

る
 

 
2-

3  
サ

ン
プ
リ

ン
グ

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

習
得

す
る

 
 
「

農
薬
分

析
能

力
の

向
上

」
 

 
責

任
機

関
：

M
G

A
P/

D
G

SS
A

A
 

 
3-

1  
農

薬
分
析

の
た

め
の

体
制

を
整

え
る

（
人

員
、
機
材
等
）

 
 

3-
2  

試
料

の
前

処
理

技
術

を
習

得
す

る
 

 
3-

3  
試

料
の
分

析
技

術
、

実
態

把
握

の
た

め
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
習
得

 
す

る
 

 
「

情
報
収

集
、

と
り

ま
と

め
能

力
の

向
上

」
 

責
任

機
関
：

M
G

A
P/

D
G

SS
A

A
、

IN
IA

 
4-

1 
農
薬

リ
ス

ク
判

定
に

求
め

ら
れ

る
信

頼
性

の
高
い
情
報
の

  
収

 集
、

取
り
ま

と
め

方
を

習
得

す
る

 
4-

2  
農

薬
の
環

境
に

お
け

る
暴

露
量

の
推

定
方
法
を
習
得
す
る

 
4-

3 
農
薬

の
環

境
暴

露
に

関
す

る
情

報
を

集
積

す
る

 

＜
ウ
ル
グ
ア
イ
国
側
＞

 
●

 
農
薬
に
関
す
る
技
術
者
の
配
置
（

農
牧

水
産

省
）

 
●

 
農
薬
に
関
す
る
研
究
技
術
者
の
配

置
（

国
立

農
牧

研
究

所
）

 
●

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
運
営
経
費

 
●

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
務
所
の
設
置
（

家
具

、
基

本
備

品
、

電
話

、
イ

ン
タ

ー
 

ネ
ッ
ト
設
備
の
設
置
を
含
む
）

 
●

 
 ア

シ
ス
タ
ン
ト
要
員
の
配
置

 
●

 
 プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
必
要
な
試

験
圃

場
、

建
物

、
設

備
、

車
両

の
確

保
 

 ＜
日
本
国
側
＞

 
●

 
 短

期
専
門
家
（
農
薬
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
計

画
、

サ
ン

プ
リ

ン
グ

技
術

、
農

薬
分

析

  技
術
等
）
そ
れ
ぞ
れ

2
ヶ
月
間
程

度
 

●
 
 第

三
国
、
本
邦
研
修
の
実
施

 
●

 
 資

機
材
（
分
析
機
器
等
）

 
●

 
 プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
運
営
経
費
の
一
部

補
填

 
 

 前
提

条
件

 
 ●

 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
 

 

の
た

め
の
予

算
 

 

が
確

保
さ
れ

る
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「
農

薬
危
険

性
（

ハ
ザ

ー
ド

）
特

定
能

力
の

向
上

」
 

責
任

機
関
：

M
G

A
P/

D
G

SS
A

A
 

5-
1  

国
際

基
準

（
C

O
D

EX
等

）
の

評
価

書
を

収
集
、
分
析
す
る

 
5-

2  
環
境

及
び

人
の

健
康

へ
の

影
響

を
定

性
的
、
定
量
的
に
評
価

 
   

   
   

   
   

  す
る

技
術

を
開

発
す

る
 

 
「

農
薬
リ

ス
ク

判
定

能
力

の
向

上
」

 
責

任
機

関
：

M
G

A
P/

D
G

SS
A

A
、

連
携

機
関
：

IN
IA

 
   

   
   

6-
1  

農
薬

リ
ス
ク

判
定

の
た

め
の

農
牧

水
産

省
、
農
牧
研
究
所
、

  
及

び
関

係
機

関
で

構
成

さ
れ

る
協

議
会

を
設
置
す
る

 
 6

-2
   

 環
境

残
留

結
果

(成
果

4)
及

び
農

薬
危
険

性
（
ハ
ザ
ー
ド
）

 
   

   
   

   
   

 特
定
結

果
（

成
果

5）
を

分
析
す

る
  

 
   

6-
3  

分
析
結

果
（

成
果

6-
2）

に
基

づ
き
、

環
境

中
の
農
薬
リ
ス
ク

 
判

定
（

影
響

発
生

の
確

率
等

の
定

性
的

、
定
量
的
推
測
）
を

 
行

う
  

 
   

6-
4 

   
農
薬

リ
ス

ク
判
定

（
活

動
6-

3）
の
結

果
、

次
の
と
る
べ
き

 
行

動
案

を
検

討
す

る
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I
I
I

I
I
I

I
V

I
I
I

I
I
I

I
V

I
I
I

I
I
I

I
V

4
月

-
5
月

6
月

-
8
月

9
月

-
1
1
月

1
2
月

-
3
月

4
月

-
5
月

6
月
-
8
月

9
月
-
1
1
月

1
2
月
-
3
月

4
月
-
5
月

6
月
-
8
月

9
月
-
1
1
月

1
2
月

-
3
月

活
動
項
目

実
施

機
関

　
1
-
1
　

 
M
G
A
P
、

I
N
I
A
及

び
関

係
機

関
で

構
成

さ
れ

る
連

絡
協

議
会

を
設

置
 
 
 
 
 
 
 
 
す

る
=
=
>

=
=
>

=
=
>

1
-
2

農
薬

の
環

境
中

の
挙

動
の

モ
デ

ル
を

考
慮

に
入

れ
つ

つ
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
考

え
方

を
理

解
す

る
=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
1
-
3
　

農
薬

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
手

法
を

開
発

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
1
-
4
　

農
薬

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

計
画

を
策

定
す

る
=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
1
-
5
　

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
対

象
と

す
る

農
薬

を
選

定
す

る
=
=
>

=
=
>

=
=
>

 
 
2
-
1
 
農
薬
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
に
基
づ
き
サ
ン
プ
リ
ン

グ
に

必
要

 
 
 
 
 
 
な
体
制
を
整
え
る
（
人
員
、
機
材
等
）

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

 
 
2
-
2
 
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
基
礎
技
術
（
方
法
や
実
施
時
期

）
を

習
得

 
 
 
 
 
 
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
2
-
3
　
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
習
得
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
3
-
1
　
農
薬
分
析
の
た
め
の
体
制
を
整
え
る
（
人
員
、

機
材

等
）

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
3
-
2
　
試
料
の
前
処
理
技
術
を
習
得
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
3
-
3
　
試
料
の
分
析
技
術
、
実
態
把
握
の
た
め
の
ノ
ウ

ハ
ウ

を
習

得
 
 
 
 
 
 
 
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
4
-
1
　
農
薬
リ
ス
ク
判
定
に
求
め
ら
れ
る
信
頼
性
の
高

い
情

報
の

 
 
 
 
 
 
 
収
集
、
取
り
ま
と
め
方
を
習
得
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
4
-
2
　
農
薬
の
環
境
に
お
け
る
暴
露
量
の
推
定
方
法
を

習
得

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
4
-
3
　
農
薬
の
環
境
暴
露
に
関
す
る
情
報
を
集
積
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
5
-
1
　
国
際
基
準
（
C
O
D
E
X
等
）
の
評
価
書
を
収
集
、

分
析

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
5
-
2
　
環
境
及
び
人
の
健
康
へ
の
影
響
を
定
性
的
、
定

量
的

に
評

価
 
 
 
 
 
 
 
す
る
技
術
を
開
発
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
6
-
1
　
農
薬
リ
ス
ク
判
定
の
た
め
の
農
牧
水
産
省
、
農

牧
研

究
所

、
 
 
 
 
 
 
 
及
び
関
係
機
関
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
を
設
置

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
6
-
2
　
環
境
残
留
結
果
(
成
果
4
)
及
び
農
薬
危
険
性
（
ハ

ザ
ー

ド
）

 
 
 
 
 
 
 
特
定
結
果
(
成
果
5
)
を
分
析
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
6
-
3
　
分
析
結
果
(
成
果
6
-
2
)
に
基
づ
き
、
環
境
中
の

農
薬

リ
ス

ク
 
 
 
 
 
 
 
判
定
（
影
響
発
生
の
確
率
等
の
定
性
的
、
定
量

的
推

測
）

を
 
 
 
 
 
 
 
行
う

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
6
-
4
　
農
薬
リ
ス
ク
判
定
(
活
動
6
-
3
)
の
結
果
、
次
の

と
る

べ
き

 
 
 
 
 
 
 
行
動
案
を
検
討
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

1
)
I
N
I
A

2
)
M
G
A
P

農
薬

リ
ス

ク
判

定
能

力
の

向
上

1
)
M
G
A
P

2
)
I
N
I
A

農
薬

分
析

能
力

の
向

上

情
報

収
集

、
取

り
ま

と
め

能
力

の
向

上

M
G
P
A

M
G
A
P

I
N
I
A

農
薬

危
険

性
（

ハ
ザ

ー
ド

）
特

定
能

力
の

向
上

M
G
A
P

第
二
年
次

短
期

専
門

家
B
-
2

ウ
ル

グ
ア

イ
東

方
共

和
国

「
農

薬
登

録
プ

ロ
セ

ス
強

化
に

向
け

た
環

境
評

価
シ

ス
テ

ム
の

構
築

支
援

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

活
動

計
画

書
（

P
O
） 短

期
専

門
家

B
-
6

第
三
年
次

第
一

年
次

農
薬

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

計
画

の
策

定 サ
ン

プ
リ

ン
グ

技
術

の
向

上

1
)
M
G
A
P

2
)
I
N
I
A

短
期

専
門

家
A
-
3

短
期

専
門

家
 
A
-
1

短
期

専
門

家
A
-
2

短
期

専
門

家
B
-
3

短
期

専
門

家
A
-
2

短
期

専
門

家
B
-
4

短
期

専
門

家
B
-
5

短
期

専
門

家
B
-
1
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ウルグアイ国「農薬適正利用による環境保全」プロジェクト（仮称） 

質 問 表 
 

 

  確認事項リ  

  ストでの関

連項目  

 

質 問 事 項  

１－１   ウルグアイ国の農産物別生産状況（量、額）を回答願います。  

 ウルグアイの農業人口を回答願います。  

 国全体から見た農業者の所得（額）状況を回答願います。  

２－１   農家の農薬入手方法について回答願います。  

 農家が農薬を使用する際、誰からどの様な指導を受けているのか

回答願います。  

 近年、ウルグアイで使用されている農薬を回答願います（数量、

登録件数、有効成分別、用途別に区分）。  

２－２   農薬に関係する法律、制度を回答願います。  

２－３   農薬に関する法律、制度の問題点があれば、回答願います。  

 農薬の登録方法について、その手順の流れ図を作成の上、回答願

います。  

 農薬登録の際に、法令、制度がどの様に関係するのかを、上述の

流れ図に記述願います。  

 また、農薬の登録制度の上で、組織上は、関係付けられていても、

実際には、機能していない箇所があれば、その状況を説明の上、

関係が分かるように流れ図に記入願います。  

 農薬登録（申請）時に求められる試験成績・資料の種類、項目に

ついて回答願います。  

２－４   農薬の販売、流通に関する問題点があれば、説明願います。  

 販売ルート及び流通の流れ図を作成願います。  

２－５   MRL/tolerance1 の設定状況について、回答願います。  

（下記、脚注参照）  

 水質汚濁等の環境基準等の設定状況について、回答願います。  

 農薬の使用に伴う事故件数（統計の有無）について、回答願いま

す。  

附属資料⑦ 
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２－６   農薬に関して、ウルグアイ国外からの影響、問題点について、特

記事項があれば回答願います。  

２－７   農薬問題、水質汚染、大気汚染、土壌汚染、健康被害等に関連し

たウルグアイ政府以外の機関（ドナー、民間団体等）の活動、援

助があれば、リストアップの上、その概要を説明願います。  

３－１   農薬を取り扱う機関をリストアップの上、次の点について、その

機関を説明願います。  

 組織体制  

 人員  

 予算  

 指示命令系統 （機関内系統、機関と機関間の系統別）  

 スタッフの能力、バックグラウンド  

４－３   プロジェクトが開始された場合、プロジェクトダイレクター、プ

ロジェクトマネージャーの職位をウルグアイ側に確認願います。  

 農薬を分析する機材について、現有機材、今後購入予定機材別に

リストアップ願います。また、プロジェクトはこれら機材をどこ

まで使用できるか、その程度（常に使用可能、週○回程度など）

をウルグアイ側に確認願います。  

 ウルグアイ側の本プロジェクトに割り当てる予算額について確認

願います。  

 執務室の設置場所、広さについて、確認願います。  

 その他、本プロジェクトに対して、ウルグアイ側の便宜事項があ

れば、回答願います。  

 
1 害虫駆除にクロルピリホスなどの農薬を散布すると、農作物収穫時にごくわずかな残留量が検出されることが

あります。これは果物、野菜、穀物などの収穫農産物や、フルーツジュース、植物油、小麦粉など加工産物にみ

られる可能性があります。したがって政府規制当局は、安全使用基準（たとえば承認されている製品ラベル表示

など）の順守と国際貿易促進のために、残留基準値（MRL）または許容量を設定しています。  
 MRL は「Codex 又は各国規制当局によって法的に認可された許容範囲、もしくは食糧、農産物、動物飼料中に

残留する農薬の最大濃度」と定義されています。（ IUPAC, 1996）アメリカなどいくつかの国々では、MRL は「許

容量（ tolerance）」という言葉で表現されており、一般的に両方とも同じ意味で用いられています。  

 

以 上  

148



 

 
Proyecto de Conservación Ambiental con el Adecuado Uso de Productos Fitosanitarios 

(Nombre tentativo del Proyecto) 
 

 
 

1_1. Situación de la producción agropecuaria en el Uruguay  
 

The Oriental Republic of Uruguay is located South East in South America, between 30º and 35º S 
and 54º - 59º W. Uruguay is limited on its North and East by Brazil, and the Atlantic Ocean; on 
the South by the Atlantic Ocean and La Plata River and on the West by Argentina. Territorial 
Area: 176 215 km2, with 137 567 km2 of national waters. Uruguay is divided in 19 Departments. 

In regard to the weather conditions, Uruguay is a small country without much climate variations 
among its departments. 
The agro alimentary area occupies an important sector in the country; representing the 24% of the 
GNP and 70% of its exports (MGAP 2005). 
 
The cattle breeding (wool and bovine) predominates and it is concentrated  in Tacuarembó and 
Salto Departments. 
The Milk Basin is located in area that includes Colonia, Florida, Canelones, San José and 
Lavalleja Departments, due to the characteristics of the ground, its proximity to Montevideo city 
(the capital), and the access routes for international trade. 
Due to the fertility of grounds, the cereal production is concentrated in San José, Soriano, Río 
Negro and Paysandú. 
The horticulture and fruit areas are located in Montevideo, Canelones, Colonia and Paysandú. 
Aritgas and Salto are also important for their innovation on protected farming. At the East of the 
country (Treinta y Tres, Lavalleja and Rocha Departments) predominates the rice growing and the 
cattle breeding. 
There are 3 forest areas, i)Río Negro and Paysandú, ii) Tacuarembó and Rivera, iii) Lavalleja, 
Florida, Durazno and Rocha.  
 
The main activity of the country is extensive breeding of bovine and ovine; more than 13 500 000 
ha are under permanent pasture, almost 83% of the agriculture area. 
The permanent pastures are natural pasture (field), fertilized natural pasture, natural pasture 
improved with the introduction of leguminous (improved field), and cultivated pasture called 
“perennials”. 
 
The total of the agricultural area is about 1.000.000 ha. and it is increasing due to the international 
prices. It is expected to reach the 6 millions hectares.  
Cattle export for 2006 reached peaks of about one thousand million of dollars, and its main 
purchase came from the United State. 
An important variable in agriculture is the soybean growing, that has been increasing in the last 
years with more than 300.000 ha..  
 
Livestock and agricultural situation of Uruguay can be resumed in the following tables 
 
Table: Gross Production Value of agricultural activity, per year, according to sub sectors 
(in current million US dollars) 

附属資料⑧－１
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 2002 2003 2004 

TOTAL 1598.4 1,996.3 2,271.5 

I. Crops and Forestry 685.9 873.3 868.6 

    

Subtotal Crops 533.6 720.1 694.9 

1. Cereals 265.1 391.5 356.6 

    Wheat 38.5 52.0 55.4 

    Rice 167.1 253.2 227.7 

    Barley 29.7 57.6 42.5 

    Corn 23.3 23.3 25.5 

    Sorghum 2.5 2.3 3.3 

2. Oil Crops 77.9 123.9 119.0 

    Sunflower 46.2 46.6 28.4 

    Soybean 31.4 77.1 90.3 

3. Roots and tubercles 24.5 13.9 20.2 

    Potato 19.6 11.1 14.4 

4. Fruits 55.1 75.8 86.9 

    Critics 19.8 24.6 26.3 

    Deciduous tree fruits 35.3 51.2 60.7 

5. Grape for Wine 21.7 37.5 37.6 

6. Others 1/ 89.4 77.6 74.6 

Subtotal Forestry 166.8 153.2 173.7 

II. Animal Products 898.0 1,123.0 1,402.9 

1. Beef Cattle 454.7 608.4 821.3 

2. Wool 165.5 184.7 167.7 

3. Milk 2/ 152.1 188.8 247.5 

4. Bee-keeping and Poultry  51.2 46.3 59.8 

5. Others 3/ 74.4 94.7 106.6 
Source  :DIEA 2006 
 
Crop Production: sown area and production 
 
Crop   2003/04 2004/05 2005/06 
Wheat Sown area (1) 117.7 179.3 153.5 
 Production (2) 326 532.6 454.1 
Beer Barley Sown area  117.7 136.6 78.1 
 Production  323.7 406.5 242.3 
Corn Sown area  44.9 60.6 49.0 
 Production  223.0 251.0 205.0 

Sunflower Sown area  110.6 118.0 58.8 
 Production  177.0 150.5 80.6 
Sorghum Sown area  18 19.0 15.8 
 Production  69.7 84.7 61.3 
Rice Sown area  186.5 184 177.3 
 Production  1,262.60 1214.5 1292.0 
Soybean Sown area  247.1 278.0 309.1 
 Production  377 478.0 631.9 
Sugar Cane (4) Sown area  2.9 3.2 3.1 
 Production  116.2 154.2 172.2 

Source: MGAP-DIEA 2006 
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(1) Sown area in thousand hectares. 
(2) Production in thousand tons. 
 
Deciduous Tree Fruits: 
 
Table: Deciduous Tree Fruits: total and production plants, production and yield. Year 2004/05. 

Specie 
Total Plants  
(miles) Production Plants (thousands) Production (ton) Yield (kg/plant) 

Apple 3115 2322 77342 33 
Pear 590 523 18449 35 
Peach 1516 1212 14801 12 
Nectarine 137 111 1070 10 
Plum 309 242 3437 14.0 
Quince 273 217 7358 34 
Source:  MGAP-DIEA. 
 
 
 
 
Citrics: 
Citrics:  total and production plants, effective area and production. Year 2006. 
Plantas Totales 
(miles) Production Plants (thousands) effective area (ha) 

Production  
(thousand tons) 

6387  5644 14324  299 
 
 
Vineyards: 

Year 
Númber  of 
Vineyards 

Area 
(ha) 

Plants 
(miles) 

Production 
(ton) 

2004 2389 8583 29276 147057
2005 2332 8477 29504 124274

 
Horticultural Crops (except potato): Year 2004/05 
 

 
Production 
(ton) Area (ha) 

Onion 37265 2541
Sweet 
Potato 32142 2727
Carrot 25653 1906
Pumpkin 24747 3239
Garlic 1028 228
Tomato 45558 1032
Pepper 13995 382
Melon 2378 131
Strawberry 3690 134
Sweet Corn 1460 245
Others 6187 389
TOTAL 194103 12954
Source: DIEA 2006.  
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Potato: 
TOTAL / Year 2003 2004 2005
Total area (ha) 10680 8627 8326
Total Production (ton) 173812 137950 157636
 
 
Animal Production: Number of faros and area according to husbandry specialization. 
 
 
            Pure husbandry Husbandry-Crops mixed systems (1) 

Nº Farms 
Area 

 (thousand ha) Nº Farms 
Area 

 (thousand ha) 
39566 12792.038 7063 2694.168

Source: MGAP-DIEA, 2006. 
 
 
Beef and Sheep Meat Production: 
 

Thousand of heads: Beef Sheep 
 2003/04  2437  2028 
 2004/05 2361  3243 
 2005/06 2533  3181 
Miles de toneladas en pie: Beef Sheep meat 
 2003/04  1072  81 
 2004/05 1060  122 
 2005/06 1147  123 

Source: MGAP-OPYPA. 
Wool Production(tons of dirty wool) 
 
Year Total Production (ton) 
2006 46313 
Source:  SUL cit. by OPYPA 
 
 
Milk Production: 
 
 Year 
 2002/03 2003/04 2004/05 
Commercial Milk Production(million liters/year) 1343 1494 1619
Total Area of Milk Farms (thousand ha)  980 960 891
Total Milk Farms (thousands)  4.9 4.6 4.6
Production market (million liters) (1)    
         - Sell to milk processing plants and direct sell 1.157 1.307 1.402
         - On-farm processing  110 111 117
         - On-farm Human Consumption 10 10 10
         - On-farm animal Consumption 66 66 68
Total Dairy Cattle (thousand of heads)  734 708 724
SOURCE: MGAP-DIEA, 2006.  
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Agricultural Exports: 
Table: Agricultural Products Exports. Year 2005: 

Product Exports 
(thousand US dollars)

Beff 765,391 
Crops 425,986 
Leather  277,924 
Dairy Products 265,777 
Forestry Products  206,800 
Fishery Products  148,289 
Wool 130,558 
Citrics (fresh and processed) 68,979 
Sheep Meat 37,073 
Honey 11,042 
Live Sheep 10,538 
Fruits (other than citric) 6,724 
Live cattle 4,676 
Wine 3,678 
Subtotal sector Agro-industrial sector 2,363,435 
Other (non agricultural)  1,041,066 
TOTAL EXPORTS 3,404,501 

Source: MGAP-DIEA. 
 
2. Rural Population in Uruguay  
 
According to the 1996 Population and Dwelling Census (General Agricultural Census, C.G.A. 
2000), the registered population in Uruguay was of 3,163,763 inhabitants with a rural population 
of 291,686 persons, which compared to the one in 1985, descended from 374154 inhabitants. In 
1985 the total population was 2,955,200 people. The current population density in those 
Departments that develop livestock production is 6 inhabitants per Km2. 
The birth rate and youth percentages in Uruguay are of the lowest recorded in South American 
countries. The population in Uruguay has mainly aｎ European origin, most of whom were 
descendants of the immigrants who came during the XIX’s and the beginning of the XX’s century 
from Spain and Italy and also a smaller percentage from France and Great Britain. There are very 
few descendants from the original population of this land.    
The rural population is decreasing. In 1950, it almost reached half a million inhabitants. This 
global tendency finds its reason in technical changes meant to reduce the labor force and in the 
increasing scale of efficient production. The family production is decreasing, even though it 
showed a powerful capacity to get used to new circumstances. We can establish three categories 
within the rural population: i) business, ii) family and iii) wage- earners    
 
On the other hand, we can appreciate another situation called “new ruralization” in which, as 
contrary to decades before, neither all the people who lived in rural areas are dependants on the 
agricultural activity, nor all the ones who work at agricultural activities live in rural areas.  
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Number of people that live in rural farms according to sex and age.  

 Number of people  
   Sex  

 Total  Men  Women  
Age 

   (N°)   (%)  (N°)   (%)  
TOTAL 189,838 111,761 58.9 78,077 41.1 
Below 14 39,394 20,766 52.7 18,628 47.3 
From 14 to 64 129,551 78,670 60.7 50,881 39.3 
From 65 and above 20,893 12,325 59.0 8,568 41.0 
SOURCE: DIEA=MGAP 2000. 

Agricultural esrtucture is shown in the following table.  

Table.  Number farms by size area . 
(Source: Censo General Agropecuario, 2000) 

   Farms Área 
Size of Farms (ha) Number  %  Hectareas  %  

1 a 4 6 260 10,9 16 516 0,1 
5 a 9 7 086 12,4 47 611 0,3 

10 a 19 7 118 12,5 97 841 0,8 
20 a 49 8 934 15,6 285 254 1,7 

50 a 99 6 647 11,6 472 928 2,9 
100 a 199 6 382 11,2 910 286 5,5 

200 a 499 6 783 11,9 2 162 836 13,2 
500 a 999 3 687 6,8 2 725 637 16,6 

1000 a 2499 2 912 5,1 4 441 627 27,0 
2500 a 4999 838 1,5 2 837 134 17,3 

5000 a 9999 228 0,4 1 504 482 9,2 
10000 and more 56 0,1 917 531 5, 6 

TOTAL 57 131 100,0 16 419 683 100,0 
 
In general the land belongs to private property, however; there are some areas that are property of 
the State, specially those related to the National Settling Institute, that owns lands meant for 
leasing or purchase by the people who manage them. Besides, there are several types of leasing 
and renting. A 69.4% of the lands are exploited by their owners (11,384,688ha), a 25,8% by its 
lessees and the remaining 4,8% by others (C.G.A.2000). There are also some 33,538ha of native 
land, protected by the Government in order to improve an environmental management as reserve 
spots; including National Parks with native and exotic woods, grass lands, coastal meadows, 
dunes and so forth.  
 
The locations are managed by the owners and those who deal with the property under other posts, 
as for example the sharecroppers. In most of these locations the management is taking place 
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without any qualified technical assistance, neither private nor public, and the producer becomes 
the responsible for the whole management, showing diversed qualification (the smaller the land 
the more serious the consequences). That is why the role of the State becomes so necessary for the 
supply of services, mainly at those matters related to sustainability, which require more supply 
than demand in order be known and adopted. 
 
3. Economic income of the farmers. 
 
Different categories are found to describe the income of the farmers according to the two 
following occupational categories: employer (owner, producer, owner-landlord) and lessees. 
 
This kind of analysis is very complex and there is no current data due to the fact that it requires 
some investigation and the use of previous hypothesis, becoming of more academic interest than 
to pragmatic ones for Government decisions. Nevertheless, the income is related to the property of 
land and the structure of the locations, which differs from one another; many of them owns little 
and few of them owns huge properties.    
 

2_1. 
 

• Forma de adquisición de los productos fitosanitarios por los productores 
 

Farmers purchase phytosanitary products directly at stores, importers or distributors, even 
farmers import products by themselves or through farmer associations 

 
• En caso de la utilización de productos fitosanitarios por los productores; a través 

de quien y que clase de orientación reciben? 
 

Big farmers have their technical advisors. Others use assistance sometimes through 
distributors, farmer associations or state services 

 
• Lista de agro químicos utilizados en los últimos años en el país (cantidad, registro, 

principio activo . objetivo de uso. 
 

In web page: http://chasque.apc.org/dgsa or through link  www.mgap.gub.uy , it possible  
accede to the information about registered products and importation products. This 
information is periodically actual.  

 
 

2_2. Leyes y decretos vinculados al sistema fitosanitario. 
 
RELATED TO MINISTERY OF LIVESTOCK, AGRICULTURAL AND FISHERY  
 
Law 13640 of December 26, 1968, National Budget Law, art 137 establish facultaties to the 
regulation of some aspects related to the use and market of pesticides 
 

• Decree Nº 367/968 – Use and fate of animal and  vegetal health  pesticides. 

• Decree Nº 149 / 977 – Pesticide Register 

• Resolution DSV del 27/08/86 – O.G.S. Nº 36 – Pesticide Workgroup . 
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• Decree Nº 34 / 987 del 21/01/987 – Origin Certificate 

• Resolution DSV del 27/04/988 – Origin Changes Declaration 

• Resolution DSV del 21/04/989 – Adopt  OMS Guidelines for  Toxicological 
Classification for pesticides. 

• Decree Nº 113 / 990 del 21/02/990 – Regulate sale and use of Maximum Risk Pesticide  

• Resolution DSV del 08/03/990 – Funtions asigned to the Work Group Agro Médico. 

• Decree Nº 393 / 990 del 27/08/990 – Rules for importation in “ admisión temporaria” of 
products containing pesticides for fruit treatment.  

• Ley Nº 16.170 del 28/12/990 – National Budget Law- Artículo 275.- Establish DSPA 
authorization to forbide, use, sell and export vegetal products with residues higher than 
Codex or import country regulation 

• Ley 16.736 - Establece las sanciones que podrá aplicar el MGAP a los infractores de las 
normas que regulan al sector 

• Resolution DSPA del 19 de noviembre de 1997.- implement “three washing” process for 
pesticide container.  

• Decree Nº 457 / 001 – Aerial Application  

• Resolution MGAP del 14 de mayo de 2004.- Application restriction related to application 
near towns, village, etc.  

• Resolution DGSA del 29 de junio de 2004.- Determina la inclusión de frases 
precautorias en las etiquetas de productos fitosanitarios, según Art. 4º de la Resolución 
MGAP del 14 de mayo de 2004 

• Decree Nº 264 /004 – Terrestrial Application 

• Decreto Nº  294 August 11,  2004 – Label regulations of phitosanitary products 

• Resolution DGSA del 12 de junio del 2006.- Labelling.-  

• Decree 170/007.- Agentes de Control Biológico (ACB) 
 
 

RESTRICTION 
 

• Resolution MGA 06/09/968.- Organ chlorinated insecticides. - Prohibition of 
use in natural fields and implanted or cultivated prairies, except for located 
anthills. – 

•  Resolution DSV 19/05/988.- Sodium arsenite. – It limits its use as fungicide for 
winter treatment of vineyards. -  

• Resolution DSV 19/05/988.- Endrin – It revokes the registry and authorization of 
sale for all agronomic use. – It restricts its use only against parrots, and its 
purchase under official authorization in packages of 20 liters minimum. 

• Resolution DSV 22/09/989.- Organ chlorinated insecticides .- Use only 
restricted as ants insecticide. 
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• Resolution DSV 22/11/989 – Endosulfán and Endrin – With the exception of 
Resolution DSV of September 22nd, 1989. 

• Resolution of 29/11/990 – Cyhexatin – Bans the registry or authorization for sale 
for all agricultural use.  

• Resolution SPA 26/11/991.- Paraquat.- Restrictions and conditions for the 
registry were settled, in regard to the concentration of active ingredient non 
superior to 28%, colored formulation in blue and packages between 1 and 30 
liters. 

• Resolution SPA of 12/01/993.- Fungicides cúpricos. - Maximum levels of 
tolerance for the content of polluting impurities in fungicides with copper are 
adopted.   

• Resolution MGAP 30/01/002.- Metamidofos.- Authorized use only as insecticide 
in potatoes, with restriction in the maximum concentration of the active and 
application method. 

• Resolution MGAP del 30/01/002.- Metil paration.- Authorized use only as 
insecticide in fruit trees with restriction in the maximum concentration of the 
active, application method and specifications in regard to delay time.  

 

TOTAL PROHIBITION 
 

• Resolution MAP 12/01/977.- Hexaclorociclohexano – The import, manufacture and 
formulation to be used in health animal and vegetable is prohibited. 

• Resolution DSV 19/05/988.- Mercuriales.- Revocation of registry and authorization 
of sale and prohibition of new registries for all agronomic use.  

• Resolution DSV 29/11/1990.- Captafol.-  Revocation of registry and authorization of 
sale and prohibition of new registries for all agronomic use.  

• Resolution MGAP 23/09/97 – Organ chlorides.-  It revoked the Registry and 
authorization of sale of organ chlorides insecticide products with for all agronomical 
use. 

• Resolution MGAP del 30/01/002.- Etil paration,  monocrotofos y fosfamidon.- It 
revoked the registry and authorization of sale and prohibits new registry. 

• Resolution MGAP 22/06/004.- dodecacloro (Mirex).- It revoked the registry and 
authorization of sale and prohibits new registry for all product containing dedocaloro 
(mirex). 

• Resolution MGAP 04/10/2006.- Metamidofos.- It prohibits the registry, the import, 
formulation, commercialization, use/use of phytosanitary product containing 
metamidofos for all agricultural use.   

 

2_3  

• De existir problemas a nivel de leyes y sistemas fitosanitarios; describir los 
mismos 
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We estimate necessary have a Phitosanitary Products Law to have an adequate frame to 
update the regulation of this products and related activities, according actual guidelines and 
international and regional agreements. 

• Sistema de registro fitosanitarios en el Uruguay (presentar a través de un 
diagrama 

Attached is the register flow chart 

 

• Indicar en el diagrama arriba mencionado, el nivel en el cual actúan las leyes 
Los Decretos  149/77 y 294/04 actúan desde el inicio del proceso de registro y a través de 
todo el sistema. El Decreto 34/87 al inicio de la solicitud. 

 

• Indicar y describir en el diagrama arriba mencionado, los sectores donde no 
funcionen y/o existen dificultades en el funcionamiento 

Restriction or deficiency of the register process: 
1. It would be update the register requirements (ex. Residue studies in treated crops, 

environmental fate) 
2. In the actual process there is not imply a joint evaluation of agricultural, health and 

environment areas.  
3. No possibility for the impurities determination in technical product.  

 

• Documentación exigida (resultados de la pruebas, tipo de datos, e ítems.) al 
momento de solicitar registro de producto fitosanitario 

The requested information for the register is established in the Decrees 149/77, 34/87, and 
294/04.  Active ingredient, physical and chemical properties of a.i.  and formulated product, 
analysis methods (data, result of study, complete method description); toxicological 
information (data, result of study); agronomic information (efficacy studies) 

 
2_4 

• Describir las dificultades de la venta y distribución de productos fitosanitarios 
In general there are not big difficulties in sale and distribution of phitosanitary products. 
Moreover, it has been found some problems in the market 

 

• Diagramar la ruta de venta y distribución de los productos fitosanitarios 
Registering Company        Importer /Manufacturer           Distributor / Store          Farmer 

 
2_5 

• Normativa MRL/tolerancia (describir el cumplimiento o no de esta normativa 
y/o si posee normativa propia) 
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As Uruguay does not have its own MRLs, we  adopt the MRLs of Codex Alimentarius. 

 

• Normativa de medio ambiente( Ej. Contaminación de recursos naturales- agua etc) 
 

There are no specific rulings regarding environment.  The DGSSAA has promoted a project in 
order to preserve water contamination by phytosanitary products. 

• Estadística de accidentes por el uso de productos fitosanitarios. (Proporcionar 
registros). 

The DGSSAA does not carry out accident records of these products.  Intoxication records 
(accidental or voluntary) are carried out by CIAT.     

 
2_6.  

• Influencia y problemas ocasionados por los países de la región ocasionados a través 
de  los productos fitosanitarios 

 

Throughout the regional organizations of COSAVE  and MERCOSUR , we worked in the 
harmonization of requirements to register phytosanitary products.  No problems were identified 
when using these products in other countries of the area.   
 

2_7. Listado y contenido de actividades llevadas a cabo por organismos gubermentales y no 
gubermentales  extranjeros (Organismos Internacionales, Instituciones Privadas, etc.) que 
colaboran en el tema de los productos fitosanitarios, contaminación de recursos naturales 
(suelo y agua, contaminación aérea), salud etc. 
 
Foreign Governmental Organization 

GTZ Technical Cooperation Project (1987)  Laboratory equipments and training on análisis 
methods. 

Government of Canada Technical Cooperation Project through the Canadian International 
Develpment Agency (CIDA) (2004-2007) to strengthen phytonsanitary products handling, with 
the following activities: 
Review of present Framework rules.  Final disposal of containers.   

Handling risk evaluation of phytosanitary products. 
Development of quality control system implementation and Ellman Technique Transfer. 

Training programs for Pesticides users and for the agricultural population. 
  

International Organizations 
 
FAO 
Technical Cooperation Project (1986).  Cooperation meant providing  small equipments, 
laboratory supplies and training on analysis methods.  
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Seminars and Workshops for FAO CIC, Rotterdam and Stockholm Conventions. 

 

UE-MERCOSUR Project 
Started recently in order to strengthen phyto and zoo sanitary areas. Some equipment purchases 
expected for 2008-2009.  

 
 

3_1  Lista de los organismos que manejan el uso de productos fitosanitarios. 
 

DGSSAA Organizational Chart is attached. 
The Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSSAA) is the official authority  that carries out 
the register, selling authorizations, import and trading  controls of phytosanitary products, and 
verify wrong doings of applications.  These activities are carried out by the Analysis and 
Diagnosis Division.  The sampling process at the import time or store control is done by  the 
Operations Division 

DGSSAA Personnel:  343 
DGSSAA Annual budget (salaries are not included) : USD 1.360.000.-  

Analisis and Diagnosis Division Personnel assigned to positions related to phytosanitary products:  
24 employees of which 14 have university degrees.   

Other organization is the CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) from the 
Republic University . This Center evaluate human toxicological aspect ad act as advisor of the 
DGSSAA. There is not another oization directly involved i the register process.  
People with university degree who work in this area are Eng. Aomist and Chemists  with a 
experience of  several years.  
 

4_3 

• En caso de concretarse el Proyecto; el lado uruguayo debe definir Director de 
Proyecto, Coordinador de Proyecto y cargos respectivos. 

 
They will be designed in the properly moment  

On behalf of INIA the Project Director will be Dr. Jorge Sawchik (jsawchik@inia.org.uy) who 
will define the future Coordinator and other involved scientists according to the agricultural 
productos and production systems to be studied in the Project. Dr. Sawchik is presently the 
Director of the Production and Environmental Sustainability Research Program of INIA.  

 

Listado de los equipos para el análisis de agroquímicos: confirmar los equipos existentes, y 
los que se prevén adquirir en el futuro. Las posibilidades de disponer del uso de los equipos 
para el Proyecto. (Ej. siempre o “x” veces por semana). 
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Laboratory equipments for residues analysis 

GLC HP 5890 with ECD (1987 and authomatic inyector 
GLC HP 5890 with NPD (1987), and authomatic inyector 

HPLC Waters with UV and Fluorescence detector (1987) 
Under purchasing process: 

GLC HP with MSD, ECD and NPD 
There is a limited amount of basic equipment for sample preservation and processing:  
refrigerators, freezer, mill, mixer, water destilling, rota-evaporators, etc. 
We estimate that laboratory facilites and laboratorist will be able for the project 2 days a week (8 
days at month) 
 

INIA will carry out the corresponding samplings and will provide the samples to DGSA for its 
processing. INIA also has basic equipment for the conservation of the samples that will be sent to 
the DGSA. 
 

 

• Presupuesto asignado por la contraparte uruguaya para este Proyecto 
 

The DGSSAA budget affected to  the project is estimated around US$ 270.000/ year. It iclude 
salaries, laboratory facilities, equipments and  was calculated based in hours dedicated to the 
project 
 

INIA has a complete infrastructure of experimental fields, equipment for experimental plots, 
greenhouses, laboratories for diverse analyses and available vehicles for the Project. INIA also 
covers the salary of scientists, technical assistants and field personnel that will participate in the 
Project. This counterpart is not quantified in this stage.  

The estimated INIA budget for variable costs is US$ 10,000 to support the site selection and  
samplings to be carried out.  

 

• Espacio físico disponible, dimensiones, etc 
Residue Laboratory Area: 150 m2, and offices 

INIA Lab infrastructure covers a total area of 2466 m2.  
 

• Otras facilidades de la contraparte uruguaya para este Proyecto 
The DGSSAA will offer to the consultants: transport, office, phone, etc. 
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ウルグアイの農薬に関する他のドナーによる支援（仮訳） 

（ウルグアイ農牧水産省からの回答（西文原文）を和訳したもの） 

 

 

FAO プロジェクト：国の残留農薬監視システムの確立（1985～1986） 

 

１．本プロジェクトの主な目的は、国の残留農薬監視プログラムの中で、農薬のサンプリングと

分析のための基礎を築くことであった。同プロジェクトでは、回転蒸化器（蒸留装置）、ガラス

器具、化学薬品などの資機材が供与された。2 名のコンサルタントが派遣され、うち 1 名（分析

分野）が、モニタリング計画のデザインと、その計画において用いる分析方法・対象農薬・有

効成分の選択を担当した。試験室にあった基礎的な設備を用いて技術の習得が行われた。     

プロジェクトの実施前には、GLC が 1 台あるだけで残留農薬試験室は機能していなかった。    

プロジェクト活動は、当時の分析試験室局（DLA）の中で行われた。 

 

２．結果 

 試験室の技術者に対して、農薬分析の研修が行われた。 

 完成間近の建物に試験室を含めるための資金提供が行われた。 

 基礎的な機材、溶剤及び試薬が残留農薬試験室に提供された。 

 

 

GTZ プロジェクト：成分分析試験室と残留農薬試験室の強化（1987） 

 

１．本プロジェクトの目的は、農薬成分と残留農薬の分析が適切な方法で行われるよう、試験室

の機材を整備するとともに、技術者に対しドイツでの研修を行うことであった。 

 

２．結果 

 野菜に関する農薬成分と残留農薬の分析に必要な機材が整備された。 

 成分分析試験室：GLC（1）、HPLC（1）、天秤（重量測定器）、真空ポンプ、溶剤、 

図書 

 残留農薬試験室：GLC（2）、HPLC（1）、天秤（重量測定器）、蒸留器、粉砕機 

 技術者に対しドイツにおいて分析方法の研修が行われた。 

 

３．本プロジェクトの結果、ほとんどの登録農薬に対して機器分析が行われた。登録・輸入・市

場流通に関わる農薬について、管理の水準が現在も維持されている。また、プロジェクトの後、

成分分析試験室に GLC（1）と HLPC（2）が整備された。残留農薬分析に関しては、農薬や原

体についての活動が始められ、これは現在も試験室において行われている。 

また、GTZ から供与された機材は、20 年の使用により一定の問題はあるものの現在も試験室

において使われている。 

附属資料⑧－２ 
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CIDA プロジェクト：チリ、ウルグアイ及びパラグアイにおける農薬管理のための組織的な枠組

みの強化（2004～2007） 

 

１．本プロジェクトの目的は、参加機関の関係者の能力強化であった。特に、農業総局（DGSA）

の農薬の認可（登録）・管理を対象としたが、MGAPのJUNAGRAや他の農薬に関連する機関（MSP、

MVOTMA、MTSS、CIAT、大学、市役所、農薬会議所、INIA、INAVI など）も能力強化の対象

となった。ウルグアイにおける主な活動としては、改革過程を通じた規制の枠組みの強化、新

しい農薬の認可のためのリスク分析の実施、散布者や農民への農薬安全管理に関する教育、使

用済み空容器の最終処分、及び試験室における処理手順の改善であった。プロジェクトの内容

は、主にコンサルタントの派遣による研修の実施であり、ウルグアイ国内の研修講習会に加え、

カナダや域内の他国における研修が行われた。 
 

２．結果 

 農薬の安全使用に関する研修マニュアルが作成され、研修講師のための研修が行われ、

普及用の配布物が作成された。 

 カナダ人コンサルタントの指導の下でさまざまな研修セミナーが実施された（毒性評価、

環境毒性評価、化学性・物理性評価）。 

 容器の最終処分プログラムの案が作成された。 

 GLP の導入への対応が開始された。 

 

３．本プロジェクトは 2007 年 12 月に終了する予定であるが、すでに終了した活動項目のフォロ

ーアップとして、農業サービス局が 2,000 人を対象とした農薬適正利用方法に関する研修を行っ

た。 
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CIDAプロジェクト情報 

（ウルグアイ農牧水産省の回答） 

 

１． ¿Considera que el actual Proyecto con Canadá, estaría tratando los mismos puntos que la Misión 
Japonesa?  

現在も実施されているカナダ CIDA のプロジェクトは、今回、ウルグアイが日本側に要請  

している内容と重複する箇所はないのか。 

 

    Quisiera recordar que el último proyecto trabajado por la DGSSAA e INIA fue en agosto 2006, el 
que en un principio fue aceptado. En abril de 2007 en reunión que mantuvimos con el Sr. Sakuray 
nos confirmó la aprobación del proyecto pero con algunos cambios: 

農牧省農業サービス局及び INIA（国立農牧研究所）が計画したプロジェクトは 2006 年 8

月であったことを想起いただきたい。2007 年 4 月に櫻井書記官と会議を持ったが、櫻井書か

らはプロジェクトが承認されたことを確認させていただいたが、その際いくつかの点で変更

がある可能性も知らされました。 

 

ａ）se focalizaría en el sistema de registro 
登録制度が中心になるだろうとのこと。 

 

ｂ） as actividades de monitoreo pasarían a un segundo plano, no se harían en cultivos hortifrutícolas 
sino en arroz 
モニタリングの活動は優先順位が 2番目になる可能性があり、野菜、果樹栽培ではなく米

作が対象になる可能性があること。 

 

ｃ）en fecha a determinar vendría una Misión para reformular el Proyecto. 
調査団派遣がいつになるか決まっていないが、プロジェクトの修正のために調査団が派

遣されること。 

 

Al no tener un detalle de los puntos que abarcaría la Misión Japonesa no me es posible responder 
con mas precisión, puede ser que tenga algunos puntos en común pero seguramente con un enfoque 
diferente. 

        調査団が考えている調査項目が詳細に分からないため、より的確にお答えできないもの 

「重複する箇所はあるかもしれないが、焦点は異なると確信している」と回答します。 

 
 

２． ¿Cuáles son los temas concretos tratados en la “Evaluación toxicológica, ecotoxicológica, 
propiedades químicas y físicas de los plaguicidas”? En cuanto a este contenido ¿la parte Uruguaya 
considera suficiente el estudio del tema? ¿Puede la Misión japonesa dar por descartado el estudio 
sobre este punto?                                                                                                                                                               

附属資料⑧－３ 
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CIDA プロジェクトで毒性評価、環境毒性評価、化学特性評価、殺虫剤の物理性評価が教 

授されたとのことであるが、具体的にどの様な内容であったのか。また、この部分について

は、ウルグアイ側は既に十分に理解し、そのため、日本の協力は不要であるとの理解でよい

か？ 

 

Estimo que no sería conveniente que la Misión Japonesa descartara el estudio de esos puntos, sobre 
todo en lo que hace a la evaluación ecotoxicológica y propiedades físicas y químicas. En el 
proyecto Canadá donde se puso mayor énfasis fue en la evaluación toxicológica, dirigida a médicos 
del CIAT y el MSP. 
 調査団がこれらの項目特に、環境毒性評価、物理、化学特性評価を調査から除くことは的 

を得ていないと思料する。カナダのプロジェクトで重点が置かれたのは毒物情報指導センタ

ー（CIAT）や厚生省の医師を対象にした毒性評価であったためである。 
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農薬とは何か（日本農薬学会編、平成 8 年版） 

 

 

  本資料は、調査団員（計画策定）が、本案件の事前調査のために、同名タイトル

の書籍を活用して、日本の農薬の基礎事項を整理したものである。参考までに附す。  

 

 

１．農薬とは 

（1）農薬の法律「農薬取締法」  
 

（2）農薬の定義  

1）農作物等に悪影響を与える害敵（害虫、病原菌、雑草、野鼠など）を防除する

薬剤：殺虫剤、殺菌剤、除草剤、殺鼠剤  

2）作物の成長・開花などを制御する成長調整剤：種無しぶどう、シクラメン開花

を早め、花や葉に影響を与えず背丈を小さくする植物成長調整剤  

 

２．農薬の役目 

（1）選択性：農薬は有害生物に効いて、保護すべき生物に効かないこが、好ましい。  

 

（2）生物間の性質の差によって、選択性が生じる。  

 
３．農薬の毒性 

（1）毒性  

1）急性毒性：大量に一度に摂取、または受け取ったときの短時間での悪影響  

2）慢性毒性：極微量を毎日毎日長期間にわたって摂取した場合の不都合  

 

（2）急性毒性は、その農薬がどのようにして害敵生物を殺滅するか、すなわちその

作用機序を明らかにすることによって、代替の検討が付く。作用機序の研究のひ

とつの狙いはここにある。一方、慢性毒性には、長期にわたる作用が影響するの

で、実際に、生物に農薬を投与して長期にわたって試験してみなければはっきり

しないものが多い。  

 

（3）毒性試験法  
1）試験施設の基準作り（GLP、グッド・ラボラトリー・プラクティスと呼ぶ）、  

試験方法（ガイドラインと呼ぶ）が国際的に検討され、国際的なネットワークが

形成されつつある  

2）毒性試験  

①  水棲生物に及ぼす影響を調べる試験：魚毒性試験  

附属資料⑨ 
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②  ヒトへの影響を推測する試験（ラット、犬によって）：急性毒性試験、眼や皮  

膚の一次刺激性試験、皮膚感作性試験、経口毒性試験、変異原性試験（DNA 障  

害）、発がん性試験、繁殖試験、催奇形性試験など  

 

（4）毒性をめぐる疑問  
1）蓄積毒性（体内で代謝されず蓄積されるのではないか？）  

2）相乗毒性（いくつかの農薬が集まると毒性が増幅されるのではないか？）  

3）天然ものは安全、合成物は危険  

4）動物実験の結果がヒトに当てはまるのか？  

 

４．農薬の行方 

（1）農薬の分析可能な濃度は、作物や土壌と、水中の農薬を分析する場合で大きい

差がある。また、農薬分析の精度や感度は、同じ試料を分析する場合でも、分析

する農薬の種類、分析の方法、分析者の技術などによっても大きい差が生じる。

分析しやすいものとそうでないものとでは、1000 倍以上の差がある。作物や水中

の農薬の分析法は、「公定分析法」が定めているが、公定分析法はその分析目的に

必要な感度で、かつ、一般の専門分析技術者が分析できる方法である。  
 

（2）日本での検証（水系での農薬残留、大気への汚染、土壌中の農薬残留）では      

今日、被害を生じるような濃度で測定されたものは無い。  

 

（3）しかし、農家など、農薬を散布する人は、十分注意し、製品に記載されている

注意事項を守る必要がある。農薬を散布するときは、かなりの量の農薬を呼吸に

よって吸入したり、皮膚から吸入する。その量は、一般消費者に比べてはるかに

多いからである。  

 

５．農薬の食物残留 

（1）基準  

1）残留農薬基準：食品衛生法で定められ、その数値までの残留量であれば、健

康になんらの影響を与えないと見なされる数値。この数字は、①農薬の ADI（一

日摂取許容限界）、②食品の摂取量、③残留農薬の実態、の 3 点を考慮して決め

られる。138 農薬に対して設定されている（平成 8 年 10 月時点）。基準以上の農

産物が発見されると「販売停止」や「出荷停止」などの厳しい措置が取られる。  

2）登録保留基準：日本では、194 農薬に対して設定されている（平成 7 年 12 月

時点）もので、残留農薬基準に準ずるもの。しかし、登録保留基準は参考値で

あるため、その超過規制には強制力がない。  

3）今日、ポストハーベスト農薬など海外で使用されていても、日本で登録され

ていない農薬を検出した場合の措置など、法の整備を求められている。  
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（2）輸入農産物残留農薬検査の困難性  

1）サンプリング：どの様な検体、いつの時点での検査データ  

2）検査：どんな検査方法、どの様な検査機材  

3）予備情報：天候、病害虫の発生状況、土壌の状況によって、農薬の種類や量

は一様でない。これらの予備情報が不可欠  
4）費用：検査一点で数万円の費用、数週間の検査期間  

 

（3）情報提供  

1）情報：農薬の種類、どのレベルの残留量（残留基準を超えているかどうか）、 

使用農薬の残留か、環境汚染のレベルか、プレハーベストとしてかポストハー

ベストとしての使用か、等  

2）情報センター：国内外の残留農薬データが一括して収集整理されるセンター

的な存在が求められる。このデータは原則公開。  

3）米国は、既に登録した農薬の再登録にあたり、今日の科学的到達を重視した

新規デーを求めており、作成に必要な経費は申請者負担とするなど、農薬関連

の大規模な協同研究を進めている。  

 
（4）今後に向けて  

1）全面否定でなく、危険性と有用性の深い考察に基づく適切な使用範囲（使途、

使用量など）見出すこと。散布量、散布回数、散布時期などを決めている安全

使用基準を遵守し、 低限必要な使用条件を明らかにし、「減農薬栽培」や「総

合防除」対策を考慮して、使用農薬の点検を粘り強く進める。  

2）農薬削減プログラムについて、生産者と消費者の合意形成が必要である。そ

のため、どの産地でも使用して欲しくない、使用しない農薬のリストアップを

行い、例えば着目農薬リストを作るなど。  

 

６．農薬の安全確保と法規制 

（1）関連法律  

1）農薬取締法：農薬を直接取り締まる法律で、製品としての農薬の販売、使用

の規制を定めている。  

2）毒物及び劇物取締法：急性毒性が強く、毒物または劇物に指定されたもので、

製造、販売、輸入が規制される。  

3）食品衛生法：農作物の残留農薬を取り締まる。  

 

（2）農薬取締法（抜粋）  

1）この法律の対象となる薬剤は、農業用の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、殺鼠剤及び

成長調整剤などに限られる。  

2）この法律では、農薬について登録の制度を定め、それによって不良な農薬や危

険な農薬が市販されることを防止している。  
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①  法律に定める事項を記載した申請書、その他の書類と製品の見本を農林水産

省に提出してその審査を受ける。  

②  一点の条件を満たした農薬だけが販売を許されるもので、販売する場合は、

法律で定めた事項を製品に表示しなくてはならない。この様にして、必要な情

報が農薬使用者に正しく伝わるようにしている。  
③  登録は銘柄毎に実施される。登録の期限は 3 年間であり、その後も販売した

い場合は、再登録申請が必要となる。  

④  科学技術などの進歩により安全性について新しい問題が生じた場合は、再審

査は新しい基準で実施される。  

⑤  安全確保のため緊急に処置を取る必要が生じた場合は、農水大臣が職権で登

録を取り消したり、その内容を変更することができる。  

 

3）登録まで  

①  申請：申請者→農水省の農薬検査所（申請書、薬効、薬害、毒性、残留性の

試験成績、農薬の見本などを提出）  

②  試験の実施  

（ア）薬効、薬害試験：農薬業者でまず実施され、最終的には公的機関による

試験（日本では、日本植物防疫協会、日本植物調整剤研究協会が実施）を

実施する。                                                          

（イ）毒性試験：毒性や残留性に関する試験であり、10 種類以上の試験項目、

数年間の期間、数億円の経費が必要な場合もある。  

③  試験の信頼性の保障：試験結果を保証するため「毒性試験の適正実施（GLP）」

を定めており、毒性試験を実施する研究所などの試験研究機関について、その

施設、人的物的能力、試験の質の保証方法、資料の保存方法などについてまも

るべき基準を定めたもの。GLP に合格した試験機関で実施された試験成績は、

国際的に通用するものとしている。  

④  登録審査：①使用者の安全に関して、②残留農薬に関して、③環境汚染に関

して、審査が行われる。  

⑤  登録後の取り締まりと使用の指導：  
（ア）正しい表示の義務と製品検査  

（a）薬の製造者は、登録を受けた使用方法や注意事項などを製品に正しく表

示する。  

（b）薬の販売者は、正しい表示のなされた農薬でなければ販売してはならな

い。  

（c）表示の方法は、使用者にわかりやすいものとする。  

（d）販売業者は都道府県の知事に届け出る義務がある。  

（e）製造業者、販売業者は農薬の種類ごとに製造数量や販売数量を帳簿に記

載し、保存しなくてはならない。  

（ f）国や都道府県の係官は随時、農薬の製造業者、販売業者の事業所に立ち
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入って帳簿を検査したり、製品を抜き取って品質や表示の検査を実施。  

 

⑥  安全使用の指導  

（ア）農林水産大臣や都道府県知事は、農薬の安全で適正な使用を確保するた

め知識の普及、情報の提供、指導その他の援助を行うように努める、と定

めている。  

（イ）これに沿って、都道府県では、毎年、地域の実情に応じ、農作物ごとの

病害虫発生状況や防除方法を解説した「病害虫防除指針」を定めて、公表

している。  

（ウ）地方団体や農業団体ではこれを受けて、防除時期や薬剤などを具体的に

記載した「防除暦」を発行している。また、毎年「農薬危害防止運動」を

展開している。  

（エ）多くの都道府県では、「農薬管理指導士」制度を設けている。農薬の販

売店農業団体などの職員で、都道府県などの行う一定の講習会を終了した

ものから任命し、一般農家に対する指導、助言に当たらせる制度である。 

 

以 上  
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リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションについて（参考）  

 

 

 本資料は、調査団員（計画策定）が、本案件事前評価のために“リスク”の考え方、

管理方法を整理するため、関係機関のホームページから引用、まとめたものである。

参考までに附す。  

 

 

１．リスク評価  

 
「① リスク評価  【英】Risk Assessment ［同義］  リスクアセスメント   

（出典：ホームページ eic ネット）」  

健康への影響などを科学的な方法により予測評価すること。  
  4 つの手順に従って行われ、まず、（1）評価の対象となる化学物質が人や生物に

有害かどうか、どのような有害性を示すかを明らかにする。  

 次に、（2）人や生物がどれだけの量の化学物質に暴露されるとどれだけの影響を受

けるのか、その有害性の強さを定量的に明らかにする。  

  そして、（3）人や生物への化学物質の暴露量を明らかにする。環境濃度の測定結

果に基づいて算定する方法が一般的であるが、汚染が発生する前に未然に防止する

ことが重要であり、その場合は数学モデルによる予測に基づいて暴露量を評価する

ことになる。  

 後に、（4）有害性の強さと暴露量の 2 つの評価結果をあわせて、環境リスクが評

価される。   

 

「② リスク評価  （出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ）」  

適切なリスク管理のためには、管理したいケースや化学物質に対するリスク評価が

必要です。  

 化学物質のリスク評価は幅が広く、評価に用いる条件によって結果は大きく異な

ります。暴露評価では、住んでいる場所や呼吸量、体重などの条件によって、また、

有害性評価では、対象とする影響や評価の元として採用する有害性のデータによっ

ても、リスク評価の結果は異なります。  

 そのため、化学物質のリスク評価の前には、関係者間で対象と 終目的を確認し、

その条件を明確にしておきましょう。  

   リスクの大きさは、化学物質の有害性と、化学物質にさらされた量 (暴露量 )との、

両方の要素によって決まるため、有害性評価と暴露評価を行い、それらの結果によ

り、リスクを評価します．  

附属資料⑩ 
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   暴露評価のためには、対象となる地域の環境濃度の測定、もしくは、排出量等か  

らリスク評価に用いる環境中の濃度を推計し、それらにどの程度暴露するかを推定

します。  さらに、呼吸や水、食物等の環境を経由した暴露の他に、製品経由の暴

露についても、推定を行います。  

 有害性評価では、評価を行う化学物質には、どのような毒性があり、その毒性が

現れない 大の量（無毒性量）はどれだけかを評価します。そのために、人や動物

に対しての毒性データを収集し、また必要な場合には新たに実験等を行い、 も信

頼できるデータを選択します。  

 

 また、人に対するリスク評価においても、その元となる有害性評価は、主に動物

による試験の結果を用いているなど、リスク評価のための種々のデータには、不確

実な点が多く含まれるため、その不確実さによりリスクが小さく見積もられること

がないよう、不確実な分、より安全側に立った評価をするようにしています。  

 リスク評価は、暴露評価によって推定された暴露量と、有害性評価による無毒性

量（毒性が認められない 大の量）を比較し、さらに評価の不確実性を安全側に考

慮することにより行われています。  
   リスク評価の結果、あるリスクが示された場合には、そのリスクについて管理を

検討する必要があります。  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

２．リスク管理  

 
「① リスク管理  【英】Risk Management  ［同義］  リスクマネジメント  

（出典：ホームページ eic ネット）」  

環境リスク管理とは、リスク評価によって判定された環境リスクを低減させるため

の方策を検討、決定し、実施することをいう。  
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リスク評価の結果を踏まえて、経済社会の情勢や世論等も考慮して総合的に判断

されることになるので、政策判断を含むプロセスといえる。  

   リスク評価は、多くの前提に基づく不確実性を含んでいることから、その不確実

性を十分に 認識した 上で重要 な判断 材料 のひとつと して用い られるべ きで あ      

り、また、常に新たな知見を踏まえた再評価を行う仕組みが保証されるべきである。   

 

「② リスク管理（出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ）」  

リスク評価であるリスクが示された場合、そのリスクについて管理を検討する必要

があります。  

  管理には、以下のような選択肢があり、これらを組み合わせるという場合もありま

す。  

• 回避（リスクの考えられることをしない）  

• 削減（ゼロではないが減らす）  

• 保持（判断の上、そのままにする）  

リスクの内容を分析し、その発生確率の高低と発生時の損失の度合の兼ね合いで

リスク管理の方法を判断しますが、その際には、化学物質の使用によるベネフィッ

トや、リスクを回避し、削減することによって発生するデメリットとのバランスも

考慮します。  

【個人の場合】  
 

 

個人や家族、環境への影響について、買うとき、使うとき、

捨てるとき、のそれぞれの段階でリスクを配慮した選択が

できます。  

具体的には、  

・買うとき ： 成分や表示マークなどを見て商品を選ぶ  

無駄なものを買わない  

・使うとき ：

  

使用方法や使用量を守る  

 

・捨てるとき：

 

ゴミの削減や分別に努めるなどのことに

より、リスク管理が可能です。  

 

この場合、価格や不便さとのバランスを考えた上で、判断

することになります。  

 
【事業者の場合】 

 

労働従事者、工場の周辺住民、製品の消費者、環境へのリスクにつ

いて、生産から使用、廃棄、リサイクルまでの過程（ライフサイク

ル）において、法律の遵守に加え、取扱いの実態に即した方法によ
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り、適切な管理をすることが求められています。  

 

 具体的には、設備の設置、化学物質の代替、作業管理の強化、回

収・再利用を検討し、現状の見直しと合理化、管理の方針決めや計

画の策定、体制整備や教育・訓練などを行う必要があります。  

また、その管理の状況を関係者に公開し、理解を深めるよう努める

ことも求められます。MSDS などの性状及び取扱いに等関する情報

を共有することにより、関係者の今後の管理に役立てることができ

ます。  

 

この場合、生産性や製品の性能、削減や代替に必要な技術やコスト

とのバランスを考えた上で、判断することになります。  

 

  また、リスク管理を行う際には、あるリスクを削減するために行ったことが、新  

 たなリスクを引き起こすこと（リスクトレードオフ）についても注意が必要です。 

  化学物質やその取扱方法などを変更しようとする場合には、変更後のリスクにつ  
 いても、十分に評価しておく必要があります。  
  リスク管理の方法を選択する際には、リスクコミュニケーションにより、関係者  

との意見交換を行いましょう。  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

３．リスクコミュニケーション  

 

「① リスクコミュニケーション 【英】Risk Communication  

（出典：ホームページ eic ネット）」  

   化学物質などの環境リスクに関する正確な情報を行政、事業者、国民、NGO 等

のすべての者が共有しつつ、相互に意思疎通を図ること。  

また、2000 年 9 月にベルリンで開催された OECD の「リスクコミュニケーション」

ワークショップでは、「利害関係者間で健康や環境のリスクに関する情報をある目

的をもって交換すること。特に（a）健康や環境のリスクの程度（b）健康や環境の

リスクの定義や意味（c）健康や環境のリスクの管理や制御を目指した決定事項、行

動計画や方針について、利害関係者間で情報を伝達するという行為である。」と定

義している。  

  なお、この用語は広範な分野で使われるようになってきており、その意味も分野

により多少異なるので注意が必要である。  
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「② リスクコミュニケーション  

（出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ）」  

 

 

 基本的に、化学物質管理における各ステ

ップは、関係者間での意識の共有（リスク

コミュニケーション）を行いながら進めて

いくことが必要です。  

 

 リスク評価などにおいては、特定の専門

機関で行う内容もありますが、何を目的と

し、 終的にどのような管理により、どう

いった結果となればよいかを検討する際に

は、関係者の負担や、安心・満足などの主

観も重要な要素となります。  

 十分なコミュニケーションのもと、関連

する情報を公開し認識し合い、可能な範囲

でよりよい姿を相談することは、とても重

要です。  

 

  説得や合意形成のためのコミュニケーションと限らず、お互いの立場や取組み、 
 関連の知識や考え方などを知るということが、今後の管理のために必要といえます。 

  また、日頃から関連する情報をチェックしておくと、実際のコミュニケーション

がスムーズに進められます。  

 現在、インターネット等から簡単に多くの情報が得られますが、得られた情報を

参考にする際には、発信元の信頼性を確認すると同時に、複数の発信元の情報を見

比べるなどして、偏った判断をしないように心がけることも大切です。  
 

以 上  
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